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平成２５年度第２回 小金井市国民健康保険運営協議会 

平成２５年１０月２４日 

 

 

◎遠藤会長 あと数十秒といったところなんですけれども、事前に協議会のちょっとご相談さ

せていただきたい件がありますので、西野委員、まだお見えになってないんですけれども、ち

ょっとご相談をさせていただきたいと思います。 

 前回の会議の際に、協議会の際に、２時間はちょっと長いのではないかというようなご意見

がありました。私ども、通常審議会、それから市議会の中では、おおむね２時間という時間を

区切って短時間の休憩をとったりする経験があるんですけれども、ちょっとご高齢の方がいら

っしゃるということを含めまして、おおむね１時間ぐらい経過した時点で、ほんとうに短時間

なんですけれども、５分程度休憩を入れさせていただければというふうに思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 それと、あと先週なんですけれども、課長がずっと立ったままお話を、資料説明をなさって

いたという経緯がございまして、私、そのとき気がつかないで、どうぞ着席をという言葉を逸

してしまいました。今回説明もあると思いますので、課長にあっては座っての説明とさせてい

ただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎遠藤会長 よろしくお願いいたします。 

 それと、あと森戸委員のほうから、きょう新たに森戸委員独自のということで資料がござい

ます。それも後ほど配付させていただくということでご了解を得たいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、定刻となりましたので、第２回国民健康保険運営協議会を始めさせていただきま

す。 

 本日は、お忙しいところをお集まりいただきましてどうもありがとうございます。ご苦労さ

までございます。 

 それでは、事務局より当運営協議会の新しい委員の紹介をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

◎本木保険年金課長 それでは、新しい委員の紹介をさせていただきます。前回３月と、前回

ちょっとご欠席ということでございましたが、被用者保険等の代表委員として平成２５年３月

１日よりご就任いただいております大西守委員さんでございます。ご挨拶をお願いします。 

◎大西委員 大西でございます。よろしくお願いいたします。 

◎遠藤会長 よろしくお願いします。 

 これより議事に入るわけなんですが、その前に、前回の１０月１７日の第１回の運営協議会

について、改めて確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 前回、諮問のありました、小金井市国民健康保険税条例の一部改正については、改定内容の

説明及び委員の皆様からの資料要求を受けたところでございます。よって、まだ答申としてま

とめられておりませんので、継続事項として本日ご協議をいただきたいと思います。 

 それでは、議事に入る前に、本会議の成立の可否について事務局から報告をお願いいたしま

す。 

◎畑野国保給付係長 それでは、本会議の成立の可否についてご報告いたします。現在、定数

１７名中１６名のご出席をいただいております。なおかつ条例で定めております第１号から第

３号の各委員１名以上のご出席をいただいておりますので、運営協議会規則に基づく定数に達

しております。 

 したがいまして、本会議は成立しておりますので、この旨ご報告いたします。 

◎遠藤会長 ありがとうございます。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 まず、会議録署名委員の指名ですが、山口委員と瀬口委員にお願いしたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎遠藤会長 本日の日程について、既に机の上に配付しております。 

 それでは、議事を進めさせていただきたいと思います。 

 日程第１「小金井市国民健康保険税条例の一部改正について」を議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。保険年金課長。 

◎本木保険年金課長 それでは、着席で失礼させていただきます。 

 それでは、前回からの継続事項になっております「小金井市国民健康保険税条例の一部改正

について」、改めてご説明を申し上げます。今回は、前回資料要求をしていただきましたもの

についてでございますけれども、補足説明をさせていただきます。 

 資料は昨日お届けをさせていただきましたが、まずはそちらをごらんください。資料要求を

ご発言された委員さんごとに順次つづってございます。 

 それでは、おめくりいただきまして、１ページ目、１、世帯所得階層別の世帯数、被保険者

数及び年税額の状況、これは金井委員のご要求された資料でございます。 

 ここで、大変申しわけありません。資料の差し替えをお願いいたします。机の上にご配付し

てあるかとは存じますけれども、こちらですが、数値等の変更はございませんが、所得階層別

の分布状況ということが金井委員のご趣旨でございましたので、それぞれの構成比をこちらの

ほう、ちょっと漏れてございました。大変申しわけございません。こちらの構成比を、その所

得階層ごとの構成比を加えましたものということで差し替えをお願いいたします。今後このよ

うなことがないように努めさせていただきます。大変失礼いたしました。よろしくお願いいた

します。 

 資料のほうでございますけれども、表側に税法でいう所得階層を記載してございます。国保
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税では、この所得額に基礎控除分３３万円を控除して所得割額を算出いたします。なお、世帯

員すべてが未申告者である場合には所得なしの階層に含めています。なお、この際、未申告者

は国保税軽減の基準判定ができないため、７割軽減にはなっておりませんので、ご留意願いま

す。未申告者に関しましては、実際には課税所得がなかった場合には、そのご申告をいただけ

れば、賦課更正により国保税を減額修正していることを申し添えます。また、表頭には、その

所得階層ごとに、世帯数、被保険者数、国保税総額、それぞれのその構成比、それから１世帯

当たりの国保税額、被保険者１人当たりの国保税額を記載してございます。詳細は資料をごら

んください。 

 続きまして、２ページ、３ページは、これは、２、保険税負担率のモデル比較でございます。

これも金井委員のご要求により調整させていただいたものです。収入に対する国保税の占める

割合ということでお話を頂戴したんですが、実績値がなかなか難しいことがございまして、こ

のモデルケースという形でお示しをさせていただきました。年金収入の単独世帯、年金収入が

お２人いる５世帯、それから４０代等を前提にしたお子さんのいる世帯で単独収入の場合、２

人収入の場合ということで、それぞれ５ケースを比較させていただきました。均等割額、平等

割額の７割、５割、２割軽減の適用がありますので、本日の新聞でもこの改定が報道されてお

りますけれども、この改定による変化も含みお示しいたしました。詳細は資料をごらんくださ

い。 

 おめくりください。４ページです。 

 ３、国民健康保険特別会計における医療分の費用と賦課率（医療分）算定上の対象経費の違

いということでございます。金井委員の要求された資料でございまして、前回の資料、９ペー

ジの医療費のＡということで、賦課率算定上の違いということで項目を比較させていただきま

した。詳細は資料をごらんください。 

 続きまして、５ページから９ページでございます。 

 ４、医療費に対して、公費１／２・国保税１／２とする法的根拠でございまして、森戸委員

のご要求による資料でございます。国民健康保険におけるその財政構造としての原則的な考え

の根拠を示したものです。国全体で考えたときの負担割合を原則として考えております。国民

健康保険では、その財政構造は国民健康保険法に規定されています。その条文の中で「する」

と規定されたものを原則として、「できる」と規定されたものを例外として、その前回お示し

した資料３ページの中で簡略したイメージ図ということで、その負担割合２分の１ということ

であったわけですが、こちらについてお示しいたしました。 

 少し細かくご説明いたします。今回の資料の５ページ、中ほどから下ですけれども、国民健

康保険法施行令第２９条の７、第２項第１号では、こちらに、保険料は費用額から特定財源を

除いたものを賦課総額とすることが規定されております。６ページになりますと、このロの部

分ですが、この特定財源については、国の負担金、国の調整交付金、中ほどのところにちょっ

と都の調整交付金と書いてしまいましたけれども、ごめんなさい、都道府県の調整交付金、そ
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れからその他の国の補助、それから都道府県及び市町村の補助及び貸付ということでございま

す。 

 ８ページ、９ページをごらんください。 

 今度は、国民健康保険法第７０条、第７２条、第７２条の２で、こちらで国の負担金は３２％、

国の調整交付金は９％、都道府県の調整交付金は９％を負担すると規定しています。あわせて

５０％。つまり２分の１を公費で負担するということでございまして、９ページの下のほうに

なるわけなんですけれども、私どもの結論というところで、公費で５０％、あと残りの部分が

保険料で５０％、つまり２分の１が本来の原則の負担であるというようなこういう考え方をお

示しをさせていただきました。 

 また、国民健康保険法第７４条、それから第７５条で、こちらで国のその他の補助、それか

ら都道府県及び市町村の補助及び貸し付けができるというような規定になってございます。で

すので、できるということでございますので、いわゆる、まず原則があった上でという考え方

をして、その後にこれができる規定ということで、これを実施しても法律に根拠のあることで

あるというような形で理解をしてございます。詳細は資料をごらんください。 

 続きまして、めくっていただきまして１０ページ目でございます。 

 ５、平成２４年度現年度調定分に係る国民健康保険税収納額の年齢別比較についてです。こ

ちらも森戸委員ご要求によるものです。表側には各年齢の階層別に、表頭には調定額、収納額、

収納率を記載いたしました。詳細は資料をごらんください。 

 続いて１１ページ。 

 ６、国民健康保険税の滞納世帯数と滞納額の推移、これも森戸委員ご要求によるものです。

それぞれの年度で未収入額となり翌年度へ滞納繰越となった国保税につきまして、滞納世帯数、

滞納額を１０年分記載させております。詳細は資料をごらんください。 

 おめくりいただきまして１２ページ。 

 ７、国民健康保険特別会計における一般会計繰入金の２６市の状況です。こちらも森戸委員

のご要求によるものです。こちらは、平成２５年度ということで、平成２５年度当初予算ベー

スということで載せてございます。法定内繰入金、法定外、つまりその他繰入金、それからそ

れぞれの繰入金合計、それぞれ被保険者１人当たりの額ということで、多摩地区２６市の状況

でございます。詳細は資料をごらんください。 

 続きまして１３ページ。 

 ８、後期高齢者支援金・介護納付金算出根拠で、これも森戸委員ご要求によるものです。平

成２６年度の見込額としてお示しいたしました。こちらは、この取りまとめをしております社

会保険診療報酬支払基金から請求がありますが、実際の支払いでは、当該年度中、ここではＮ

年度ということとしていますが、その数値は支払基金が全国ベースということで推測して算出

し、概算払いの形となっております。２年後、実績数値が固まった時点において精算する形と

なっております。当該年度、Ｎ年度にその（Ｎ－２）年度の精算額が増減される形になってお
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ります。この資料では、平成２６年度の見込みですが、（Ｎ－２）年度の精算分につきまして

は、平成２４年度の実績によるものでございまして、こちらのいわゆる加入者数の人数につき

ましては、こちらも報告をしておりまして確定をしているものでございますが、１人当たりの

金額というのは、現時点において当方のほうで過去の推移から推計をしているものでございま

す。それから、当該年度のＮ年度につきましては、支払基金のほうで推計いたします１人当た

り負担見込み額と加入者見込額を乗じて算出されますが、現時点においては、過去の推移から

伸び率等を勘案し、本市で試算したものでございます。詳細は資料をごらんください。 

 おめくりいただきまして、１４ページから１７ページは、９、医療費の５年間推移で、こち

らも森戸委員ご要求によるものです。一般被保険者分、退職被保険者分の区分ごとに医療費の

５年間の推移を示しています。１４ページは件数、１５ページは日数、１６ページは費用額、

１７ページは被保険者１人当たりの費用額をお示ししています。なお、ここでいう医療費は、

自己負担分も含んだ医療費でございますのでご留意願います。詳細は資料をごらんください。 

 それから、続きまして、おめくりいただいて、１８ページは、１０、療養給付費費用額の推

移でございます。こちらは、百瀬委員のご要求によるものです。医療費の増加状況がわかるも

のということで、平成２０年度から平成２４年度の実績、平成２５年度は当初予算、平成２６

年度から２８年度は見込みとして記載してございます。表側には、全体の内訳として、未就学

児、未就学児から６４歳、６５歳から７５歳未満と年齢を区別してそれぞれ１人当たりの額も

記載してございます。なお、平成２０年度から２４年度までの数値でございますが、先ほどの

１４ページから１７ページの資料と同じデータで一致していますことを申し添えます。詳細は

資料をごらんください。 

 最後、１９ページでございます。 

 １１、診療報酬改定率の推移で、こちらも百瀬委員のご要求によるものです。医療費の増加

状況がわかるものの１つとして診療報酬の改定率ということでのご要望でございました。診療

報酬は、原則２年ごとの改定となりますので２年おきの推移となってございます。上段が全体

の改定率、中段、下段がその内訳として診療にかかる部分と薬価の改定率となっています。詳

細は資料をごらんください。 

 最後に、資料要求ではございませんが、水越委員から医療費削減のための対策について、口

頭でご説明をいたします。 

 全国的にもそうでございますが、医療費は高齢社会の進展に伴い増加傾向でございます。年

齢が上がるにつれて腎不全や高血圧性疾患、糖尿病などの生活習慣病の医療費が上位を占める

ような形になってございます。その発症前の段階であるメタボリックシンドロームが疑われる

人が相当数に上ることから、特定健診、特定保健指導、こちらを実施しております。本市の特

定健診では、多摩地区２６市の中では、２４年度の状況で受診率が３位という状況になってご

ざいまして、被保険者の市民の方々の健康意識が高いことがうかがえます。また、かかりつけ

医の先生方の適切な管理が重症化を防ぎ、少しでも長くお元気な状態を維持していただいてい
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るのではないかと考えております。 

 それから、その他となりますが、本年度からの取り組みではございますけれども、柔道整復

施術費の療養費のその適正化に向けて、利用者の方々へ、例えば自己負担額の確認のためなど

のアンケート調査を、毎月一部の方ずつではございますけれども、こちらを今年度開始したと

ころでございます。 

 それから、また後発医薬品、つまりジェネリック医薬品の普及を図るため、ジェネリック医

薬品を利用した場合の差額通知書というのを、こちらも先日、今週の頭のほうだったんですけ

れども、こちらを送付させていただきました。 

 医療費の削減は、非常に効果が出るまでに長い期間がかかるものもございますけれども、今

後も事務局も勉強を積み重ねて一歩ずつ取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 少し長くなりましたが、説明は以上でございます。本日もよろしくお願いいたします。 

◎遠藤会長 それから、先ほど森戸さんのほうから資料ということで。 

（資料配付） 

◎遠藤会長 資料説明を。森戸さん。 

◎森戸委員 説明をさせていただきます。 

 それで、世帯別の国保税増税の例、増税と書いてしまって、改定の例なんですが、これは市

からいただいた資料を張りつけただけですので、これはちょっと説明はいたしません。 

 右側の国保加入者と協会けんぽなどの加入者との比較を書いてみました。これは厚生労働省

のホームページに掲載をされているもので、２０１２年３月末の加入者数などは、２０１２年

３月末のものであります。共済組合のほうは２０１０年度ということで、調査の結果が出され

ております。 

 ここにあるように、１つは、市町村国保の加入者の平均年齢と、協会けんぽや組合健保、共

済組合と比較すると、市町村国保が高いという状況になっております。とりわけ６５歳から７

４歳の割合が３１.３％を占めています。高齢になれば当然いろいろな病気をされる方が多くな

るというのは当然の流れでありまして、したがって、加入者１人当たりの医療費を見ても、協

会けんぽや組合健保などと比べると２倍近く医療費がかかっております。それでは加入者１人

当たりの平均所得はどうかというふうに見ますと、市町村国保は８４万円に対して、協会けん

ぽ、これは現役世代は当然なんですが、こういう数字になっているということであります。こ

うした中で、加入者１人当たりの平均保険料はどうかということで拾いましたが、市町村国保

は８.１万円、協会けんぽ、組合健保等々があります。括弧は事業者負担を含んだ数字となって

います。ただ、低いように見えても、市町村国保の所得に占める保険料の負担率は９.７％とい

うことで高くなっているということであります。公費負担は給付費等の５０％というふうにな

っていますけれども、これも単純では実際にはないというふうに思いますが、こういうことで

あります。 

 左に、医療費負担ということで円グラフを、これは私のほうで厚生労働省のホームページよ
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り抜き取ってつくってみました。全体の国の医療費の負担の中で、保険料の負担は４８％です。

これは事業者負担も入っています。同時に患者の窓口負担というのが１３％ありまして、これ

をあわせると６１％を被保険者並びに事業者が負担をしているということでありまして、公費

負担は３８％、このうち国の負担は２５.９％、地方負担は１２.８％となっておりまして、被

保険者の負担は、窓口負担をあわせると５０％を超えているということで数字を出させていた

だきました。小金井の国保の問題ですが、国全体の医療費の財源がどうなっているのかという

ことで私のほうで資料を提出させていただきましたので、ご議論をいただければ、ご議論とい

うか、参考にしていただければということであります。 

 以上です。 

◎遠藤会長 ただいま、課長及び森戸さんのほうから資料の説明がございました。 

 これより質疑、協議を行いたいと思います。事務局に対して、森戸さんのこの内容について

は。 

◎森戸委員 これはいいです、参考までですから。 

◎遠藤会長 いいですか、わかりました。 

◎森戸委員 それで、会長、ちょっと先日いただいた資料で、私も気づかなかったんですが、

ちょっと数字が違って……。 

◎遠藤会長 先週のものですか、それとも。 

◎森戸委員 先週の。 

◎遠藤会長 先週の、前回ですね。 

◎森戸委員 改定内容の総括表の裏面で、介護分の改定なんですが。（「何ページですか」の

声あり）２ページです。 

◎遠藤会長 一番最初の資料ですね。 

◎森戸委員 一番最初のですね。均等割額、介護分の均等割額が、改定前が１万３００円で、

改定後が１万６,０００円ですよね。そうしますと差額は５,７００円じゃないかな。 

◎本木保険年金課長 大変申しわけございません。 

◎遠藤会長 そうですね。 

◎森戸委員 ５,３００円というのは違うんじゃないかな、どっちが合っているのでしょうか。 

◎本木保険年金課長 差額が間違えでございます。大変失礼をいたしました。 

◎森戸委員 では、５,７００円ということですね。 

◎本木保険年金課長 ５,７００円ということでご訂正をいただければと思います。大変申しわ

けございません。 

◎遠藤会長 前回の資料の訂正をよろしくお願いいたします。２ページの上から、（３）の表

の中の賦課限度額、均等割の差額が５,７００円ということです。５,３００を５,７００に書き

かえていただければと思います。 

 それでは、質疑に入ります。 
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 金井さん。 

◎金井委員 きょうのいただきました資料、１、２、３番目までは私がお願いした資料でござ

いますが、先ほど説明がありましたように、構成割合、１番目の表については構成割合がなか

ったので訂正して出していただきました。この表を見ていただきたいのですが、私はどういう

ふうに思ったかということを意見として披露させていただきます。 

 この表を見ますと、１５０万円以下のところで全体の６１％ぐらい。 

◎遠藤会長 済みません、１枚目の、１番目の資料ですね。 

◎金井委員 １枚目です。きょうの、皆さんに昨日配られました第２回国民健康保険運営協議

会資料の１番です。それできょう差しかえがありましたので、新しいほうをごらんになってく

ださい。 

 これによりますと、国保世帯数というのが世帯の所得階層別に低いほうから見て１５０万円

未満は１万３,２９２世帯、６１.数％になる。それで次の２００万円未満を足しますと７０％

ぐらいに及ぶということなんですね。ですから、これは国保世帯の、小金井市の国保世帯の所

得の状況というのを、の特徴をね、あらわしていると思いますので、こういう点をやっぱりよ

く勘案しながら保険税の算定などは行われることが大事ではないかというふうにこれを見てさ

らに思いました。 

 それで、あとこの同じ表の横に４番目の欄です。合計年税額、これはＣというふうに書いて

ありますが、この、例えば５０万円未満の方が納める調定年税額、これだけ課税しますという、

実際に納まったという額ではないそうですが、これが５,７１０万９,５００円と、こういう感

じで出てきているわけです。この合計年税額の構成割合、全体の合計が２４億６,９０２万３,

２００円、これに対して、例えば無所得、所得がないところは５.４％に当たると、こういうふ

うに見ることができる。５.３８％ですけれども、１桁に直せば５.４％に見えるということで、

当たるということでございますが、こういうことを見ていきましても、やっぱり所得額の少な

いところでの負担というのは、やっぱり大きいんだなということがわかりました。これは単純

に世帯所得階層の平均値と、１人当たりの、１世帯当たりの年税額を単純に割って比較するこ

とはあまり適切ではないかもしれませんが、この表ではこれしかないので、これで仮に見ます

と、５０万円未満では１０.４％の負担率になります。要するに所得に対して、課税所得に対し

てなると。それから、ちょっといろいろその辺ずっと見ていきますと、大体７％から、大体７％

台なんですけれども、少し上のほうへ行きますと、これが、そうですね、６００万から７００

万未満ぐらいのところへ行きますと６.５８％、そういうふうに。それからもうちょっと上の１,

０００万、９００万から１,０００万未満だと５.９５％。こういうふうに、やっぱりどうして

も全体のね、国保税額としては、収入、税額収入というんですか、から見ると、少ないけれど

も、やっぱり低い世帯での１世帯当たりの負担というのは、やっぱり重いんだなというふうな

ことがわかるかなと私は思っております。 

 それから、２番目の保険税負担率のモデル比較につきましては、これは、本来この表をつく
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ってもらうまでの経過を申し上げますと、１０月１７日、第１回の協議会が終わりました後、

本木課長とどういう表を欲しいのかということでこの場で協議をいたしましたときには、国保

税額だけではなくて市民税額もあわせて出して、それで比べたほうがより適切ではないかとい

う、２人で話になったのですが、後日、翌日、課長のほうから、それは今の中で非常に困難で

あるし、またそういった比較をすべきでない所得階級もあるので、モデルで勘弁してくれと、

こういうお話でしたので、これは電話でのお話でしたので、そこでは具体的な表の形まで電話

ではできませんので、課長さんの提案を受け入れまして、第２表、第２の保険税負担率のモデ

ル比較というのがつくられたわけでございます。そういう経過がございましたので、それはご

披露させていただきたいと思います。 

 この保険税負担率モデル比較、要するに世帯の収入というのはあくまでもモデルなんですね。

実際の所得と実際の国保税という形で本来は比較できると一番よろしいのですが、それは今の

段階では難しいということでしたので、こういう形で事務当局のほうもご努力されたというふ

うに理解しております。 

 それで、ただ、私といたしましては、できればそういった所得と、言ってみれば小金井市の

市民税額とのね、比較がもし時間があってつくれるのであればつくってほしいというふうに依

然として考えておりまして、この場でできれば、きょう出すとかあした出すとかということで

はないのですが、ぜひ研究をしていただきたいということをお願いしたいと思いますので、諮

っていただきたいと思います。 

 それで、この負担モデルを比較しますと、７割軽減とか５割軽減、２割軽減、これは先ほど

課長さんから説明もありましたように、均等割額や平等割額の額を軽減するという仕組みです

が、これはきょう、きのうの夜からニュースでも報道していましたように、厚生労働省のほう

の国保部会で、これは来年度から拡大するということで、前回、第１回目のときにその拡大の

具体的な図が示されておりましたが、これはその拡大したほうで適用した場合だという説明で

ございました。これを見ますと、こういった軽減がなければ全部の世帯でやっぱり増額になっ

てしまうということが具体的に非常に明らかだと思います。ですから、やはりほんとうに保険

税を課税するということは、非常に慎重に丁寧にやっていただきたいということを申し上げま

す。 

 それから、第３番目の資料につきましては、これはページで言いますと４ページでございま

す。これは、私が申し上げたことと課長さんの理解されたことの間に若干の食い違いがありま

して、ただ、内容のどういう項目が入っているのかということだけではなくて、やはり「賦課

率算定上の保険者負担分Ａ」という、前回の資料ですが、これがもとになってそこからいろん

なものを引いたり足したりしてできていくわけですので、この保険者負担分Ａというのをどう

やって具体的な額を算出するかということは非常に大事なことで、基本のことなので、これは

しっかりと具体的にもう少しわかりやすくしてほしいという趣旨で申し上げました。これは、

きょうはここを具体的にね、どういう計算をしたかというところまでここで話を詰めるという
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ことではないので、ただ、そういう趣旨で申し上げましたので、これは非常に重要なポイント

だということを皆さんにご理解していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 そうしますと、低い所得の方ほど高い率での国保税が課されているのではないか

という、それはご意見ですよね。表を見ての金井さんのご意見ですね。 

◎金井委員 そうです、今のは意見です。 

◎遠藤会長 それと、あと次にこの表なんですけれども、２番目のこの保険税負担率のモデル

比較というこの表について、金井さんの思惑とちょっと間違っているというようなお話。 

◎金井委員 いや、そうではありません。２番目は、ただこれは努力していただいてありがと

うございますということです。 

◎遠藤会長 何か市民税との比較というのが。 

◎金井委員 ええ、１番目の表につきまして、当初、先ほど経緯を申し上げましたように、１

７日の日に本木課長さんとのお話では、市民税の負担の状態と、それから国保税の負担の状態

を何かリンクしてつくるようなものをつくってほしいという話になったのですが、翌日課長さ

んからそれは無理だというお話がありまして、モデルのこういう世帯のをつくるということで

どうでしょうかという話でしたが、それでその時点ではそういうことで、電話での対応でした

のでね、具体的に表を見てああだこうだってできませんのでこういう形になりましたが、でき

ればそういった市民税の賦課の状況と国保税の賦課の状況とを比べることができるような工夫

をしてもらえないかというお願いです。 

◎遠藤会長 ということなんですが、課長。 

◎本木保険年金課長 では、そこのところについて、ちょっと私からご説明と当方のほうの限

界のところもちょっとご説明をさせていただきます。 

 市民税ということではなく、たしか市民税を算出する上での、いわゆる所得の前の収入額と

いうことで、それとその収入額と実際の国保税額を比較されて、その国保税のその収入に対す

る割合がどういう状況なのかということでの、お知りになりたいということのご指摘だったか

と思います。 

◎金井委員 わかればですね。 

◎本木保険年金課長 それで、実はその、当方はその所得額、税法上でいう所得額というのは、

給与収入や年金収入の場合は、一定ルール計算に基づき差し引いた金額というのは、こちらの

ほうは把握をするものなんですが、ただ、事業主の方々とすべての市民の方々について、市税

務当局においてもこの収入額というのがすべて完全に掌握しているということではありません。

これは、所得額のところで押さえているというところもデータとしては１つ事実で、いわゆる

数値が簡単に拾ってこれるものとしては、そういうものでございます。中には紙ベースで追っ

かければそういう収入額が書いている欄もあるのやもしれませんが、データ化しているという

ことですべてがわかるということでは、所得額からということになってしまいまして、収入額
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のところと国保税額を比較するというのは、すべての方についてその比較をするというのは、

現実的に不可能ということで、限界があるということでご理解していただきたいと思います。 

 おっしゃったその収入に対して国保税がどれぐらいの負担なのか、どれぐらい重いのかとい

うことのお話なんですけれども、ただ、今回いわゆる税務当局のデータとして持っているのは、

所得額ということでこちらにお示しした階層のものになります。ただ、実際の収入は、例えば、

極端な話、５０万円の年金収入の方ですと、収入に、５０万の所得、年金所得という形になり

ますと、実際には１７０万円の年金収入というお話になります。給与所得の場合は、５０万の

所得だと１１５万円の収入という話になります。ですので、実際にこのそれぞれ給与所得者で

あったり、事業所得者であったり、年金収入であったり、いろいろな方がいらっしゃいますの

で、ちょっとここの所得階層だけでは、単純に税額を割ってもその負担率というのはなかなか

算出がわからないということで、大変申しわけございませんが、金井委員にはご相談申し上げ

て、その収入額と国保税額の比較ということで、その資料の２ページ、３ページのということ

でモデルとしてお示しさせていただきました。それぞれのモデルの方、それぞれに近い金額の

方がどれぐらいいるというのは、これはその分布図を、１ページ目の分布図を見ながらという

ことでのご判断で、例えばモデルの１がこれぐらい多いんだというようなそのイメージをいた

だくような形になってしまうんですけれども、実際にそのぐらいの方ですと収入に対してこれ

ぐらいのその税の負担割合だという形で、なかなか実績というのは出しにくいものですから、

モデルケースということでご理解をいただいて今お言葉を頂戴したというところでございます。 

 以上でございます。 

◎遠藤会長 それから、４ページ目の「賦課率算定上の保険者負担分Ａ」という、そのＡとい

うことに対しまして、もうちょっと、金井さん、ご説明をということでよろしいですか。 

◎金井委員 いや、これはもういいです。 

◎遠藤会長 よろしいですか。 

◎金井委員 時間もないですから。 

◎遠藤会長 はい、わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 森戸さん。 

◎森戸委員 １つは、今日いただいた資料の中で、私が要求をいたしました、前回課長が公費

１／２・国保税１／２とする法的根拠は何かということで資料を提出していただきました。前

回の資料の３ページに、その財政構造のイメージ図というのがあるんですけれども、私はこの

ことについて、ちょっとなぜ２分の１という原則なのかなというのがありまして伺っておきた

いと思うんですね。 

 １つは、今日いただいた資料の、これは８ページなんですけれども、国がこの第７０条、国

民健康保険法の第７０条で、政令の定めるところによりということで、市町村に対し、療養の

給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養
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費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用で、括弧を

飛ばしまして、並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金及び同

法の規定による高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げ

る合算額の１００分の３２を負担するということであります。 

 次の各号の１なんですが、ちょっと読み上げますと、被保険者に係る療養の給付に要する費

用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入

院時生活療養費云々とありまして、の支給に要する費用の額の合算額から第７２条の３第１項

の規定による繰入金の２分の１に相当する額を控除した額ということなんですね。 

 これは何かというと、ちょっと私もよくこの意味はわからないんですが、総体でいうと、そ

の給付、保険給付の中の費用がありますよね。それからこの一部負担金だとかいろんなものを

合算したものを……、何だ、合算額からか……、済みません、違うんだな。療養給付の費用か

ら当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、だから保険給付全体の額じゃないん

ですよね、これ。それで入院費用から云々とあって、その額から繰入金の２分の１に相当する

額を控除した額ということですから、これも保険給付全体をあらわしたものではありませんよ

ね。それと、前期高齢者納付金や後期高齢者の支援金、第２項にある、第２号にあるですね、

前期高齢者納付金、後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額、これを足し

たもの、この足したものの１００分の３２を負担するということであって、保険給付全体の３

２％を単純にこれは負担をするというふうにはなってないんじゃないかと。ですから、費用負

担のうち３２％は国庫負担金とあるんですが、その担当課として費用負担と考えていらっしゃ

るのは一体何をおっしゃっているのでしょうか。保険給付ではないですよね、単純に。 

 したがって、もし保険給付でないとしたら、前回示されたこの３ページのイメージ図で説明

をされると、何か保険給付全体の３２％を出しているんじゃないかというね、ことになるんじ

ゃないかと。私の説明が間違っていたら、私の理解が間違っていたら正していただきたいと思

うんですが、その点でどうでしょうかということであります。 

 それと、同じようにその調整交付金についても、これも単純に全体の保険給付費の９％とい

うことにはなってないんじゃないかというふうに思っていまして、ちょっとこの資料は、もう

一回説明をしていただけないかなというふうに思います。 

 それと、２番目には、前回、サラリーマン、現役世代との問題をおっしゃって、二重負担に

なるので、したがって国保も上げなきゃいけないという説明をされました。きょう私がお示し

をした資料を見ていただくとわかりますし、それから、金井委員が要求をされた資料も非常に

貴重な資料を提出していただいたわけですが、これを見ても市町村国保というのは、６５歳か

ら、７５歳以上は後期高齢者に移りますから、６５歳から７４歳を見ても３１.３％が高齢者、

年金生活者になっているわけです。したがって、加入者１人当たりの平均所得も全体の現役世

代と比べると８４万円というね、低い金額になっているということであります。したがって、

そういう意味からいうと、あくまでも国保制度というのは、協会けんぽや組合健保、共済組合、
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いろいろと一緒にはなってはいるわけですが、相互扶助の観点から福祉的な要素として、やは

り国庫の補助も他に比べれば、比較すれば大きいし、市町村が繰入金を一定程度投入をしなけ

れば国保の特別会計が安定しないということなのだろうと思います。したがって、サラリーマ

ン、現役の世代の方々にもご理解をいただく努力をする必要があるんじゃないかというふうに

思うわけですね。したがって、その点は、例えば市報などを通じてこういう国保と協会けんぽ

や組合健保、共済組合、これの違いは、やはりしっかりＰＲしていく必要があるんじゃないで

しょうか。 

 したがって、あわせてそういう意味からいうと、今回税改定が行われようとしていますけれ

ども、少なくとも繰入金を増額をさせて、この国保会計を安定的な会計として運営ができるよ

うにしていく必要があるのではないかというふうに思うわけですが、その点はどうなのかとい

うことであります。 

 といいますのは、今、来年の４月から消費税の税率が８％になるということが言われていま

す。どういう消費税が負担割合になっていくのかということで、これはみずほ銀行のみずほ総

合研究所が発表しているデータなんですけれども、例えば３００万円未満の年間収入の世帯で、

消費税の負担額が９万５,８８２円が１５万３,４１１円と６万円上がるわけですね。その上に

この国保税が、例えば現役世代を見ると、前回の資料の、済みません、前回の資料を見てもわ

かりますが、１０ページなんですけれども、例えば夫の給与が５００万円だった場合には７万

４,９００円負担がふえるという状況になるし、給与８００万でも６万１,１００円、その他の

世帯でも１万７,３００円、例えば給与２００万円でもね、公的年金のところでも７,２００円

とか１,５００円とか負担率は非常に大きくなっているわけで、こうした中で国保税も上げられ

るということになると、非常にますます払えないご家庭が生まれるのではないかということで

危惧をするわけです。その点でどうお考えになっていらっしゃるのか。 

 今回の改定は、いわゆる所得割合ではなく均等割という１人当たりの引き上げ額が非常に大

きいわけですね。医療分で見ても均等割４,０００円、後期高齢者分が均等割１,０００円、介

護分で見ても５,７００円ということで、あわせてこれだけで１万円の増になって、例えば４人

家族だったら４万円この分だけでふえるということになって、収入にかかわらない部分でこの

負担割合がふえるというのは、所得の低い人には非常に重いこれは税改定になると言わざるを

得ないんですね。その点からすれば、こういう改定というのは、やはり見直していかないとほ

んとうに大変厳しい状況になるのではないかというふうに思っております。その点でどういう

ふうに考えていらっしゃるのか、伺いたいと思います。 

 それから、医療費の問題であります。資料を提出していただきましてありがとうございます。

この医療費の５年間の推移を見ると、入院も、それから入院外もそんなに件数として見ると、

これは１４ページですね、きょう配っていただいた資料の１４ページなんですが、さほど変化

は感じられないわけですね、件数として見ると。しかし、費用額、この費用額は、先ほどあっ

た自己負担分も含むと、窓口負担も含むということですね、これはね。 
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◎本木保険年金課長 はい。 

◎森戸委員 ということでありますが、これを見るとやはり負担が、負担じゃない、費用額は

ふえているということでありますが、これについては市としてどのように分析をなさっている

のでしょうか。 

 １７ページの１人当たりの費用額を見るとここが伸びているわけですね。入院で５年前は７

万６,９９１円だったのが、２４年は９万１,４０５円、それから入院外で通院でも８万７,３２

３円から９万７,１７６円。これは、これも窓口負担がふえているということですか、含まれて

いるんですかね、これも。 

◎本木保険年金課長 ここは含まれているわけです。 

◎森戸委員 含まれているんですね。そういう意味でいうと非常に大きくなっています。薬剤

も若干伸びているのかなということはありますけれども、この辺についてどのように考えてい

らっしゃるのかということです。 

 医療費の削減の問題で、先ほど課長からは、医療機関の皆さんのご努力にもあってというこ

とで、確かにご努力をいただいているわけですが、例えば、小金井市の資料で、胃がん検診は

この５年間、５年前４.３％だったのが、今年度、２４年度決算で３.５％なんですね、受診率。

大腸がん検診も１２.６％が１４.２％、特定健診の独自健診分も２７.８％と２７.７％という

ことで、ほとんど変わらない状況、もしくは下がるということで、多摩で３位だっておっしゃ

るんですが、多摩全体も低いということなんでしょうけれども、私は、決してこの受診率から

見て小金井市がとりわけて進んでいるとは思えません。大腸がん検診も武蔵野市は一斉に検査

キットを各家庭に郵送しているんですね。それで多分これは、武蔵野市は３０％、４０％の受

診率になっていて、その点からすると、私は今の説明は非常に不十分だと。 

 小金井市の年間の死因の第１位は悪性新生物が第１位です。第２位はその他になっているん

ですが、第３位は心疾患、第４位が肺炎で、第５位が脳血管疾患ということになっていて、そ

の点からすれば、私は国保会計が健康づくりとかけ離れて議論をするということには、以前か

ら言っているんですが、これはおかしいと。保険年金課ではなく健康課にこの国保会計の係を

設けて、健康と医療の削減と一緒になって議論をしていかないと、担当課が違いますからとい

うことで健康づくりの議論ができなくなる。国保の運協は健康づくりの議論をするところでは

ないと言われればそうなんですが、しかし、医療費をどうするのかということから考えれば、

当然それは考えなきゃいけないことでありまして、今後のこの国保会計のあり方から見ても私

は健康課と一体化して行革を進めていくべきだというふうに思います。 

 これは課長や部長に言っても仕方がないのかも、ただ、そうですね、市民部、健康課は福祉

保健部ですから部も違いますからここで議論ができないというのはわかりますけれども、やは

り医療費をどうするのかということから考えれば、やはりこういうことが必要なんじゃないか。 

 長野県は、塩分控えめの健康づくりを行って、保健師をふやして、医療費は全国最低まで持

っていってるんですね。だから決してですね、例えば医療費が１％減っただけで６,０００万円
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の財政効果を生むことができるわけですから、健康づくりをしっかりと行う努力もなければ被

保険者の理解は得られないんじゃないかというふうに思います。その点で市の見解を伺いたい

と思います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 それでは、大きく４点あったかと思うんですけれども、よろしくお願いします。 

◎本木保険年金課長 では、済みません、また着席で失礼いたします。 

 １点目のところで、２分の１の原則というところのお話でございます。条文のほうをいろい

ろ読んでいただきありがとうございました。申しわけございません、その文中書かれてござい

ました法第７２条の３第１項に規定する繰入金を除くという部分でございますが、これは保険

料軽減の７割、５割、２割軽減の部分のお話のところでございまして、おっしゃる部分、確か

にあるんですけれども、申しわけございません、ここではちょっと、あまりその話をちょっと

かみ合わせてしまいますと、あまりにもちょっと複雑なお話になってしまいますので。 

◎森戸委員 そんなのだめよ。 

◎本木保険年金課長 すみません、ここではちょっと簡略化したイメージ図ということで制限

させていただきます。ただ、こちらについて、その分国のほうが、厳格に言えばここのところ

で３２％から除外することによって、国が３２％ほんとうに負担してないんじゃないかという

ような計算になりますので、おっしゃられた部分というのは、森戸委員のおっしゃる部分とい

うのもございます。ただ、すみません、ここで言ったその２分の１の考え方は、すみません、

ちょっと簡略化するというところでご容赦願います。 

 調整交付金につきましても、国全体、日本全国市町村の全体では、国の９％、それから都道

府県内では都道府県の中で全体として９％というのは、こちらは負担をしているところでござ

います。ただ、本市の場合は、この負担率、前回も申し上げましたが、その平均所得、全国的

に比較するとその平均所得として本市の場合はちょっと高いものでございますので、この調整

交付金というのが９％ずつもらえないような状況がございまして、その分のところが、済みま

せん、前回の資料で恐縮でございます、さっきの３ページのところの部分のその５０％のライ

ンの矢印が、そこから矢印が下に向かっておりまして、そこのところが網かけになってござい

まして、そういったところを国から来ないわけなので、実際にはここの分についても税のほう

で課税しているわけでもございませんので、結果として一般会計のほうで出しているという実

態があるんだというようなことのお話をさせていただきました。なおかつ今回その保険税、国

保税を設定する際にその賦課率ということで、後期支援分、それから介護分等については５０％

ということで設定させていただきましたが、その調整交付金でいただいてない部分、先ほど森

戸委員がおっしゃられた、実際には国は３２％出していないのではないかという部分でおっし

ゃられた部分、いわゆる特にその繰入金の部分は、後々表の中を見ていただくとわかるんです

けれども、全額、税を補填する意味で使う形としてございます。これは、その国のルールから

言えば、それは正しくないのかもしれませんけれども、ただ、それはやはり国保税を負担する
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中で国が出してない部分を転嫁するようなことはおかしいのではないかと私のほうで考えまし

て、今回その税額を算定する上で５０％はお願いします、ただ、そのほかの部分については国

が実態として出していない現状、そういった部分のところは国保税のほうにはかけないような

形で税率設定という形で計算をしたところでございます。 

 それから、２点目で、サラリーマンの方が二重の負担感があるのではないかということで、

市町村の国保は実態として非常に重いんだということでおっしゃられました。ほんとうにこれ、

市町村の国保というのが、その低所得者の方がどうしても多いとか、高齢者の方々は医療費が

かかる、高齢者の方々が多いということで、森戸委員のおっしゃられたとおりです。そこのと

ころで、私も一定程度は市のほうで繰入金、赤字補填を出しているのもやむを得ないことなの

で、一定程度は出していただいている形になっていて、市のほうでも一定額を出しているとい

うことでご説明をさせていただいたつもりでございます。ここの点では、基本的には森戸委員

さんとお考えは私は同じなのかなというふうに思ってございます。 

 前回お配りした資料の１７ページをごらんください。 

 繰入金の推移というところで、大きなくくりで下から３列目と言っていいんですかね、３段

目と言っていいんですかね、その他一般会計繰入金の欄のところです。平成２１年度以降８億

円を超える額をいわゆるその他繰入ということで赤字補填をさせていただきまして、２４年度

につきましても増額補正で１億円をさせていただいて、このときは結果としてこれでも赤字決

算だったわけですけれども、させていただいてこのような額という形になってございます。決

して小金井のほうでもその努力をしてないということではございませんで、小金井の厳しい財

政状況の折、かなりの額を出していただいているということで、森戸委員さんがおっしゃるよ

うな部分もそれはあるかもしれませんが、市としてはできるだけのことはしているんだという

ことでお答えをさせていただきます。 

 それから、その中で、その市報で周知をということでございますので、これはおっしゃると

おり我々の周知、まだ足らないのかもしれません。勉強をさせていただいて、ちょっと、こう

いうのは市報の調整、紙面の関係もございますし、例えばホームページも掲載の仕方とかいろ

いろありますので、ちょっと勉強をさせていただいて、ちょっとお時間がかかるやもしれませ

んが、周知のほうも努力をさせて、森戸委員さんおっしゃるように努力をさせていただこうと

思います。 

 それから、均等割の引き上げが大きいということでございますが、ただ、前回も前段で申し

上げましたが、保険者が東京都、都道府県に移る可能性が非常に高くなってきているんだ、ひ

ょっとすると２９年度には東京都になるかもしれないということでお話をさせていただきまし

た。多摩、東京都内、多摩地区の保険税額よりも、実は２３区は統一保険料を用いておりまし

て、２３区の統一した保険料のほうが今多摩地区の保険税額よりも高い状況となっています。

人口の比率にしてしまうと２３区のほうは３分の２でございますので、一定その都で統一した

場合に、これは今どういうことなるかはまだ検討もされておりませんので、どういうルールで
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やるかもまだ決まっておりませんので、まだわかりませんが、ただ、そういう都内の統一基準

というものがつくられていく中では、これをやはり一定その他市並みの均等割ですとか所得割

ですとかのその構成比率、それから他市並みのその金額の額というのも参考にさせていただか

ないと、何もちょっと放置してしまったままでは、一気に額が上がってしまうということも、

これも懸念されますので、一定そういった他市との均衡も配慮しつつ近づけていくということ

もやむを得ないものなのかなというふうに思ってございます。 

 それで、均等割については、おっしゃるように非常に低所得者の方々にかかる負担というの

が重いものでございます。資料でもお示ししているようにモデルケースを幾つかお示しをさせ

ていただきました。前回も、今回もちょっとプラスしたものも出してございます。ただ、ごめ

んなさい、今回お配りしました資料の２ページ、３ページをお開きいただきますと、特にモデ

ルケースの収入に対するその国保税額の税率ということでその負担割合ということも載せさせ

ていただきました。ただ、国保税には、いわゆる法で定められた７割、５割、２割軽減という

制度がございまして、所得が一定低ければ低いほど高い軽減率が設定されるようになってござ

います。これは所得割、平等割の金額が７割とか５割とか２割減るようなルールになってござ

いまして、所得割のほうはそういうわけではございませんけれども、ただ、所得の低い方々に

は、実際の収入から所得に換算する際に一定額引くルールもございますので、収入が、例えば

年金収入であっても所得としては低い金額であったりゼロであったりというようなこともござ

います。そうすると所得割というのがかからないということもございます。こういうようない

わゆる法律の中で一定配慮もされている中で、なおかつ今般この保険料軽減の仕組みというの

が５割と２割に関しまして拡充をするということもございますので、これを同時に行われると

いうことで、本市は改定も含めてでございますけれども、大変申しわけございませんが、この

中でご負担も増になるやもしれませんが、負担の軽減ということも配慮されている部分もござ

いますので、ご理解のほどをお願いいたしたいという考え方でございます。 

◎遠藤会長 すみません、課長、答弁の最中なんですけれども、おおむね１時間たったところ

で、５分程度ということで少し休憩をさせていただいてよろしいでしょうか。 

◎本木保険年金課長 はい。 

◎遠藤会長 すみません、申しわけありません。 

 今、私の時計で４０分なので、４５分から始めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 休  憩 ） 

◎遠藤会長 それでは、再開してよろしいでしょうか。 

◎本木保険年金課長 はい。 

◎遠藤会長 はい、課長。 

 すみません、その前に、本日の１時半から始まりました会議、国保の運協なんですけれども、

おおむね２時間ということで、３時半を目安に終了したいというふうに考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、課長、よろしくお願いいたします。 

◎本木保険年金課長 引き続き着席で失礼いたします。 

 大きな４点目のほうで、医療費のほうの推移をどのように考えているのかということでござ

います。まず、その１人当たり費用の額でございますけれども、近年その医療の高度化という

こともあり、例えば非常に大きな手術で難しい手術でございますと、１件、１か月のレセプト

請求が８００万円ほど費用がかかっているというような手術等もあり、請求もされています。

利用者の方々の負担は、高額療養費という制度がございますので一定でおさまっている形なん

ですけれども、結局それ以外は全部保険の中で出すということでございますので、そういうよ

うな費用が本市の中でもやはり数件は見受けられてございまして、そういった件数もふえてい

ることも一因なのかな、医療の高度化によるものとかそういうことがあるのかなということで

ございます。あと、やはり高齢者の方々の世代がだんだんやはりお年を召していらっしゃいま

すと、徐々にそのご病気を、疾病、発症する可能性も高くなるということで、どうしてもちょ

っと高い費用のかかる医療費が多くかかる傾向というのもあるのではないかと思います。ここ

で団塊の世代の方々も平成２４年度あたりから６５歳ぐらいにだんだん突入をしているという

こともございまして、そういう流れの中で費用額が高くなって、だんだんその件数については、

すみません、例えばインフルエンザですとかそういうはやり病の状況もございますので、年に

よっては増減ということもあるのかもしれませんけれども、大きい費用額ということでござい

ますと、いわゆるそういう入院の費用であったりとか、手術であったりとか、そういうような

ことも反映してこういうような一定の状況があるのかなと思っております。 

 １点ちょっと補足だけさせていただきます。平成２０年度と２１年度を比較していただきま

すと、実は、費用額のところで比較していただきますと、非常に大きく減っている形がござい

ますが、実は、平成２０年度から後期高齢者医療制度が始まった関係がございます。ただ、い

わゆる特別会計の中での支払いというのは、これは、支払いは１か月遅れという形になってご

ざいまして、昔の老人保健制度の中でいわゆる７５歳以上の方々もここで負担していたという

ところが１か月分だけございまして、そういった関係で２０年度はちょっと高くて、いきなり

２１年度は、こちらは制度が変わって、退職者は特に主に６０歳から６５歳未満までという形

ですので減って、その後順次ふえていくといった形のところとなっているところなので、ちょ

っとここは例外的ということでご理解をいただきます。全般的なところは先ほど言った要因か

なというふうに考えているところです。 

◎川合市民部長 委員長、ちょっといいですか。 

◎遠藤会長 はい。 

◎川合市民部長 最後、森戸委員さんのほうの健康づくりに関して、健康課と市民部のほうと

部署が分かれていてなかなかうまくいかないのではないかというようなご意見がありました。

国保のほうでもその市民の健康づくりについては、医師会あるいは歯科医師会の先生方と一緒

になってそちらのほうについての取組みも進めておりますので、ちょっと今後についてもでき
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るだけその健康づくりのほうについても力を入れていきたいというふうには考えているところ

でございます。 

◎遠藤会長 健康課との話し合いということも必要だというようなご意見だったと思いますけ

れども。 

◎川合市民部長 そうですね、これに限らず国保の関係と健康課の中との連携というのは、や

はり必要だというふうに考えております。これ以外の部分でもその必要性というのは十分ある

と思っていますので。 

 以上です。 

◎遠藤会長 森戸さん。 

◎森戸委員 前回の運営協議会の中で、課長からは相当強調されて言われたのが、保険料負担

と公費負担の大原則は５０％と５０％なんだということをおっしゃったわけですね。しかし、

現実的に見ると、先ほどのその計算方式から見ても保険給付の５０％を国が出しているという

ことではない、法令的にもこのことが保証されていない。したがって、被保険者だけに保険割

合は２分の１だということを、これを強調されるのも私はちょっと事実と違うと思いますし、

前回出されたこの資料は、非常に誤解を与える資料と言わざるを得ません、３ページの資料で

すね。ここにも若干公費で５０％補えないということが書かれているわけですが、右側に本来

の負担割合、公費２分の１、国保税２分の１というのは、これは法律から見てもそういうこと

は書かれてないということがきょうはっきりしたんじゃないでしょうか。 

 したがって、（「保険給付費」の声あり）いや、保険給付費じゃないんですよ、３２％出す

というのは。保険給付費全体の３２％を出してくださるんだったらまだわかるわけですよ。そ

うではなくて、いろんなものを除して、最終繰入額と差し引いて、それに高齢者の支援金や介

護納付金やそういうものをあわせた合算額での３２％ということでね、ちょっと説明がこの実

態と合ってないんじゃないかというふうに思うんですよね。合ってるというのだったらちょっ

とそういう資料を出していただけないでしょうか、実態に合ってるという、５割を出してる。 

 ただ、先ほどね、５０％国費は出してないっておっしゃったので、そうなんだろうと思うん

ですよ。したがって、その大原則だと言われると、いや、それはちょっと違うんじゃないのと

私は反論せざるを得ないんですね。前回そういう説明をされたわけですから、私は法的根拠は

何ですかと聞いてこの資料が出たわけですけれども、きょういただいた資料が出たわけですけ

れども、５ページからの。これだってそのことをあらわしてないですよ、２分の１を出すとい

うことは。その点から言うと、私は国が本来、１９８４年までは医療費全体の４８.５％を見て

いたのを、１９８４年度以降３８.５％に減額をし、きょうの資料でもお渡ししたように、国は

公費のうち２５.９％しか出してないんですよ、公費負担は。したがってこの国の負担もふやし

ていくべきだと。消費税増税を社会保障に充てると言うのであれば、この全体の医療費の中で

公費負担をふやす、そして協会けんぽの皆さんも、組合健保の皆さんも、それから共済組合の

皆さんも事業者負担が大変でありなかなか払えないというケースだって今出てきていると思う
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んですね。したがって、この国費のところをふやしていただくということも必要なんじゃない

んでしょうかね。その点は、市町村の担当が集まったときにそういう話はなさらないのかとい

うことですね。これ、国費が１％なり２％なりふえただけで財源はしっかりと確保できると思

うんですよ。課長がおっしゃった５対５というのは、後期高齢者医療制度の公費負担５割とい

うね、こういう流れはあるんですよ。介護保険制度も５割ということはあるんですよ。しかし、

国保はそういうふうにまだなってないはずなんですね。その点ではどういうふうに考えていら

っしゃるのかということを伺いたいし、この資料では説明不足ではないのでしょうかというこ

とであります。 

 それと、前回金井委員もおっしゃったと思うんですが、９ページの国民健康保険税改定にお

ける増税必要額という説明がありましたが、この説明も率直に言って全くわからないんですね。

なぜこういうふうになるのかということが私たちにはわかりづらいです。繰上充用の赤字解消

額等々もありますが、ちょっとこれはもう少しわかりやすい説明にしていただけないかと思っ

ているんですが、そういう資料に変えていただけないかと思うんですね。その点でいかがか。

これ、きょうは突っ込んでやりませんが、伺いたいと思います。 

 それと、現役世代との問題は、課長は同じだとおっしゃったわけですけれども、そうだとし

たら、福祉的要素を持ち相互扶助のこの国保制度が、じゃあ少なくとも繰入金が２５年度の予

算額並みの９億８,８００万、つまり１億円を前年度と同じように予算の中に繰り入れてもらう

というだけでもあの負担はかなり違うと思うんですね。それに加えて、例えば医療費の、先ほ

ど話がありましたが、１％削減努力、健康づくりをして１％を削減すれば６,０００万円の財政

効果があって２億１,０００万これで、何ていうんですか、財政効果を生み出すことができて、

今回の増税額が２億６,８００万ですから、かなりの額を減額をすることができるんじゃないか

というふうに思うわけです。その点からすれば、繰入金について２５年度で見ても、きょうの

資料で２５年度の繰入金の資料を提出していただいておりますけれども、多摩各市で見ても法

定外繰入金というのは１９位でありまして、１人当たり繰入金額、１２ページです。法定外繰

入金というのが８億８,５００万というふうになっていますが、これで１９位ということなわけ

ですから、１億円のアップで、２４年度か、２４年度並みにすれば十分にできるんじゃないか

というふうに思うんですが、その点で平均並みまで引き上げるということについてはどういう

ふうに考え……、まあ難しいという話になるのかもしれないんですが、そういう努力をすべき

ではないかということであります。 

 均等割の引き上げの問題は、２３区の統一保険料と言いますが、２３区は所得を見ても多摩

２６市とは格段の差があるんですね。区民税の額も１０倍以上ですよ、多摩２６市と比較する

と。その点からいうと２３区に合わせるんだということにはならないし、これだってまだ統一

保険料として都道府県に移譲するというか、都道府県が運営主体になるということはまだ決ま

ってないわけで、それを想定して保険税を計算をすると、改定をするというのは、ちょっと理

屈と合わないんじゃないかというふうに思うんですね。２３区、幾らですか、所得、課税総所



－ 23 － 

得。多分小金井市と比べれば課税総所得は相当違うと思うんですよ。その点でどうなのか、伺

いたいと思います。 

 それから、医療費の件でありますが、１件８００万円の手術などもあって高額なものが出る

のとかなりこの医療費がふえるということであります。やはり健康づくりで重症化をさせない

ということが私は一番大事だと思っていて、その点でのほんとうに医師会の皆さんのご協力を

得た健診事業の充実をもっと進めていくと。大腸がん検診などもほんとうに検査キットを加入

者世帯に送って、いつも、もう１か月、大腸がん検診って２週間ぐらいですよ、検診期間が。

これで受けられる方というのはほんとうにさっきの１４％ぐらいで、これ１か月なり２か月な

り延ばして早期発見、早期治療で重症化させない、高額治療を使わなくても大丈夫だという状

況をつくり出すことが必要だと思うんですね。その点からしても、私は、医療費の１％削減は、

市がほんとうにそういう努力をすればやれない話ではないと思っています。市議会でも今食育

推進条例をつくって、塩分控えめなどの食育を進めて慢性疾患などの削減というか、そういう

ことを減らしていこうという方向に向かっていて、そういう努力を市がもう少ししていく必要

があるのではないかと思っています。福祉保健部のほうでは、医師会の皆さんのご協力を得た

健康づくり審議会があります。しかし、なかなかこの医療との連携という点では、この運営協

議会、国保の運営協議会と健康づくり審議会との連携というのがなかなかできてないんじゃな

いかというふうに思うところもあって、その点は、課の統合を含めて、係、課の統合を含めて

もう少し一体となった考え方ができるようにしていく必要があるというふうに思います。これ

は意見として申し上げておきたいと思いますが。 

 以上です。いかがでしょうか。 

◎本木保険年金課長 それでは、すみません。２分の１のお話でございますが、私もその前回

の冒頭に申し上げたように、非常に複雑な国保制度を目の前にして、非常にほんとうに理解に

時間がかかったところでございました。これはその簡略化したイメージ図の中で、やはり本来

負担する、国庫負担の負担率等、合算すると５０％の負担率の公費負担の中で、ただ、それが、

もちろん所得の高いという状況でも実際には特に本市はもらってないという状況のところもこ

の図式の中に示させていただいて実態として５０％もらってない、半分もらってないんだとい

うことでお示ししたところです。非常にその複雑な話をしてしまうともっと複雑で、さっき森

戸委員さんのおっしゃった部分というのも確かにあって、これが誤解を与える資料というふう

に言われてしまえば、私はちょっと簡略化したということでおつくりをさせていただいたので、

非常に厳格にというふうにおっしゃられると、もうこれは私の力不足のところでこういう図で

お示ししたという形で、森戸委員さんには大変申しわけなかった話かと思いますけれども、私

としては、まず基本線としてこのような形をまず押さえさせていただいて、なおかつ、もっと

原則を言ってしまえば、その国保税を定めるのに２分の１ずつそれぞれがあってという考え方

ではなくて、全体から公費負担の率を差し引いた割合という形になりますので、本来この法律

どおりにほんとうにほかを、いわゆるできる規定のことを何も考えずに課税をしてしまえば、



－ 24 － 

調整交付金とかが定率、いわゆる平均率、全国の平均率来ない分というのは、これは税のほう

で負担しなければならないという形になってしまいますので、例えばそれが６０％を税で負担

するような構図、国のほうもいろんな形でその算入する形を除く算入する額がこうあったりし

ますので、そこのほうも考えると、実態としては森戸委員さんのおっしゃったとおりかとは思

いますけれども、ただ、すみません、ほんとうに簡略化したイメージ図の中でこう示させてい

ただいて、そういう図があって、それをルールどおりにほんとうに賦課してしまえば、例えば

６０％を超えるようなその賦課率を設定しなければならなくなってしまうんですが、そこを被

保険者の方々に課税してしまうのは、やはりこれは幾ら何でも負担が重過ぎるということで、

私のほうは、後期高齢者、それから介護分につきましては５０％という形で設定させていただ

いて、医療分については他市との均衡を勘案して４０％に、他市並みの４０％に抑えて、ただ、

すみません、過去のその借金の返済分、それから累積赤字分の解消分、こちらについては、や

はり自分たちのところで返済をしていかなければならないということで上乗せをさせていただ

いているところで、これはほんとうに厳しいところですけれども、現実的なその国保、小金井

市の国保運営の維持と、破綻させないようにということでこのような形とさせていただいて、

そこを勘案してこの案とさせていただいているということで、２分の１の考え方はご理解いた

だきたいと思います。 

 それから、前回の資料９ページのその増税必要額のＡの欄ということで、ここが非常にわか

らないということでございましたけれども、ちょっと細かい数字が今ここで出てないので恐縮

ではございますけれども、すみません、本日お配りさせていただいた資料の１８ページ、百瀬

委員がご要求になられた資料をちょっとごらんになってください。 

 考え方でございますが、いわゆる先ほどの資料説明、別の資料説明の中で、いわゆるほんと

うに特別会計の中で医療分としてカウントすべきものを全額やるのではなくて、賦課率算定上

のものという、他市を比較するために賦課率算定上のものということでそこのところをピック

アップしてやったということで申し上げました。そこのところの、どのような形でやったかと

いうことは、１８ページにもなるんですが、このように医療費、費用額ですね、こちらに対し

て各その未就学児ですとか、未就学児から６４歳、６５歳から７５歳未満ということの区分を

いたしまして、それぞれかかる医療費が違うものですから、そこのところの推移というのを動

向しまして、１人当たりの額の推移を勘案して、直近だけで見れば、だけで見ると、これはな

かなかその医療費、はやり病ですとかというそういうこともございますので、動向がなかなか

不確実なものとなってしまいますので、例えば５年平均とかというような形でその一定伸び率

を考えたわけですけれども、ただ、昨今の動向から単純に５年平均では少し高いのかなという

ことも感じて、３年平均の伸び率を設定いたしまして、そこを２５年の、当初、こちらも予算

総額では大体おおむねこのような形で今も推移中でございますが、そこから２６年度、２７年

度という形で足延ばしをするような形で設定をさせていただいて医療費の費用額を算出してご

ざいます。そこから、いわゆる医療費から、費用額から保険給付費に一定割合がありますので、
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そちらを例年のところを数値を用いまして算出しているところでございます。ほかにも療養費

ですとか高額療養費等々、そこのところを、ちょっとかなり数字もたくさんになってしまうと

ころではあるんですけれども、それらを同様な考え方をいたしまして、合算をしてＡの医療分

ということで算出したわけでございます。Ａの欄の後期支援分、それから介護納付分につきま

しては、資料１３ページでご説明したような考え方で、過去の推移等を考えて伸び率を設定さ

せていただいたところでございます。 

 それから、一般会計の繰入金の２５年度の数値のところの状況でございます。１９位という

ところで、もうちょっとということのお話ではございますけれども、実は、２４年度の繰入金

につきましても補正予算額で１億４００万円をふやしたということで、これは前回も説明をさ

せているところでございます。結果として九億九千……、ごめんなさい、九億九千幾らという

形で負担をしていただいた、一般会計から出していただいたというところでございます。平成

２５年度も、前回の２５年の予算の動向の説明のどころで森戸委員さんがご質疑されましたよ

うに、２５年度もこれから実はまだ返還金がございまして、すみません、１億３,０００万とそ

のときちょっと言ってしまったんですけれども、ちょっとすみません、既に計上済みのものと

ちょっと誤解をしてしまいまして、実際には１億２,０００万円余りということで訂正をさせて

いただきますけれども、まだこちらの返還金が控えてございます。予備費は９,０００万円余り

あるわけですが、それでもまだ現実的に足らないというような状況、厳しい状況でございまし

て、前回もこれについては年度後半の全体の収支、給付状況の収支、それから財政課と協議を

させていただいて、これから補正予算として計上させていただくという旨をお話しをさせてい

ただきました。現時点では、これをもってお答えとさせていただきたいと思います。 

 それから、均等割引き上げに際して２３区の動向とどうだということでございます。多摩の

ほうが２３区に比べ所得が低いということのお話を言っていただいたところでございますが、

すみません、今数字を持っていないので細かい数字を申し上げられないのでほんとうに申しわ

けないんですが、小金井市の所得の平均というのは、２３区の所得の平均を若干たしか上回る

ぐらいの水準ということでございます。中央線ということで昔から非常に人気があったという

ことで、小金井市の高額所得者の方がお住みになったりとかということもあったのかもしれま

せんけれども、国保の状況におきましても２３区の平均と比べますと、もちろん２３区の中で

も特段に高い地区と比べれば格段の差がございます。ですが、２３区全体の平均とを比べます

と、小金井市はたしか若干上回る水準であったということが１つございます。そのような状況

のところで先ほど説明したような考え方もしていかなければならないということでございます

ので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

◎遠藤会長 先ほどの、その次の重症化させたくない、させないようにというのは意見でした

よね。 

◎森戸委員 はい。 
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◎遠藤会長 答弁は要らないですか。答弁はあったほうがいいですか。 

◎森戸委員 いえ、いいです。 

◎遠藤会長 いいですか。 

 はい、金井さん。 

◎金井委員 今、繰入金のことについて課長からありまして、その執行状況を見ながら補正予

算で状況を判断するというようなお話でしたが、その他繰入金の２６市比較ですね、２５年度

予算の分が、平成２５年度が１２ページで、先ほどから言われている状態ですね。それが２３

年度を、ちょっと２年前を見ますと、やはり繰入金は全体で２６市中２２位だったんですね。

要するに出してないということなんですよ。２４年は若干その保険料の引き上げ改定があって、

繰入金も何か少し多かったんですけれどもね。そういうふうに見ていきますと、やっぱり繰入

金というのはかなり重要な役割を果たしていて、これがやっぱりかなり決定的な金額的にも要

因になっているわけなので、ここをどうするかというのは、これは市の裁量のきくところであ

りまして、よその、国や県から、都から注文をつけられたりしなくてもいいところだと思いま

すので、これは市民の理解と、それから市当局の。 

 やっぱり、国民健康保険の第１条というのを皆さんご存じですか、健康保険法の第１条、こ

れね、すごく大事だねと私は思ってます。えっと、どこへ行ったかな。この間抜粋してきたん

ですけれどもね。出てこないな。 

 簡単に言っちゃいますと、国民健康保険は社会保障の一環であるというふうに書いてありま

して、それでその、この規定は、いわゆる健康保険のほうにはないんですね。ですから、国民

健康保険法とその他の協会けんぽや組合健保などをまとめている、共済組合なんかをまとめて

いる基本になる健康保険法と大きく違うところはそこのところなんです。第１条に、憲法、２

５条というふうには書いてないんですけれども、社会保障の一環ということで、したがって福

祉的なものというふうに議会や何かでも言われていますね、小金井の市議会で、それで相互援

助と、相互扶助というんですか。だからそこのところがやっぱり悩ましいところで、そこをど

のようにやっぱりこう実現させていくかということをね、やっぱりこういった国保会計という

のは、国保を運営していく担当者の方たちもそこをぜひ肝に据えてやってもらいたいと思いま

す。 

 そういう意味でその繰入金、きょう配られましたといいますか、きのう皆さんにお届けにな

られました７ページの、７ページじゃないか、資料７ですね、先ほど来から言われている。こ

れを見ますと、先ほど森戸委員も言われましたけれども、やっぱりここのところでもね、２６

年度でも少ないし、それから過去ずっと見てみますとね、他の２６市の中でやっぱり多いほう

からだんだん少ないほうへいく順番でいくと、大体２０番目ぐらいとか２２番目ぐらいとか、

要するに低いほうなんですよ。ですから、そこは何か行政のほうが努力する余地があるんじゃ

ないかというふうに私は思っています。それが１つです。 

 それからもう一つ、先ほど国庫負担と、財源構成で国庫負担、都負担、言葉が正確じゃない
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かもしれませんが、あと市の公費負担、こういったいわゆる公費と、それからその他の負担と

いうことの中で、公費負担というのが２分の１だというふうにはどこにもね、先ほどいただい

た資料にも書いてないですね。ただ、足して５０％になるから２分の１だというふうに書いて

あるだけで、それはちょっと違うんじゃないかと私も思いました。 

 それから、この第１回目のときに出されました資料の３のイメージ図ですね、国民健康保険

特別会計の財政構造イメージ図。この図はね、非常にね、イメージ図だからということで言い

わけすればできるのかもしれないけれども、やっぱりこういうふうに箱に囲ってあって丸く囲

ってあって半分というふうに線が引いてありますと、これは一定程度面積が大きさをあらわし

ちゃうことになるんですよ。そういたしますと、やっぱり大きさが一定、面積が一定の額とい

いますか、割合をあらわすということになりますと、こういう図の書き方は、つくり方として

はやはり適切ではないというふうに思います。これを、この図は先ほど、やっぱり撤回するな

りつくりかえるなりしてほしいと私は思いますけれども。やっぱりこれはね、ちょっとね、言

葉で言って、この面積をあらわしていくとね、じゃあこれだけの大きさかということになって、

大きさ、面積が具体的な大きさをあらわしてしまうので、そういう点では、こういう分け方は、

それで現在の分け方はこれかもわからないけれども、すごく変わっていくわけですから、そう

いう意味でもね、これはちょっといかがなものかと。こういう図はもっと慎重につくられなけ

ればならないと思います。先ほど来課長さん、いや、これでいいんだというふうに頑張ってお

られますけれども、やっぱりこのような、そういう点で図としても非常に不確実な図であると

言わざるを得ないと思います。もちろん国保税２分の１、公費２分の１というのは全く違うと

思いますね。費用負担だとしたら、基本的には患者負担もあるわけですし、それからその他の

いろいろな負担もあるわけですから、こういう大きなくくり方というのは、やっぱり適切で正

しいやり方だとは、きょういただいた資料を読みましても思えませんので、もうちょっと考え

直していただきたいというふうに思います。 

 それから、全体的な問題といたしましては、その国民健康保険の中で国が負担している額の

実際のね、小金井市の推移を見ますと、平成１２年度、西暦で言いますと２０００年度ですが、

皆さんのところに資料をお配りしてないので申しわけないんですが、これを一応ずっと毎年デ

ータを拾ってつくってみましたところ、国が歳入のほうで出している割合が、２０００年度、

２８.７％でした、全体のね、歳入の中の。それがだんだんとふえてきまして、２０００……、

平成で言ったほうがいいのかな、平成１４年度には３０％、その額から少しずつ今度減りまし

て、割合がね、減っていきまして、２００７年度には２０％でした。後期高齢者医療制度が入

りました平成２０年度には１９.１％で、実際の決算額ですね、そういった形で全体的には、若

干のこう入りくりはありますが、全体としては国が負担している割合が現実に２割ぐらいにな

っていると。これ、平成２４年度で２０.２％です。ですからこういう推移を見てもね、その法

律上の規定が何％、何％というのはもちろんあるんですけれども、現実に実際に小金井市が国

民健康保険特別会計として決算した額の中の国からの公費というものは、平成２４年度では２
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０.２％、一番多いときには３割ぐらいあったものがどんどんやっぱり減ってきているというの

が実態なんですね。ですからこういう実態を私たちとしてはしっかり受けとめて、やっぱりこ

こを何とかするというのも１つの手で方法だと思うんです。もちろんこの小金井市だけででき

るということではないかもしれませんが、こういった国民健康保険運営協議会というのは各市

町村にあるわけですよね。これの連合会のようなものがあるのかどうか私は知らないんですけ

れども、そういった場で、やっぱりそういった国のそのお金の出し方が現実に減ってきている

ということについて、やっぱり何か意見を言うというような場を具体的な形でつくることが運

営協議会としてできないものなのかどうか、そこは研究していただきたいというふうに思って

います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 課長。 

◎本木保険年金課長 その他繰入金のことについて市が努力をというようなご意見ということ

で伺わせていただきます。ただ、市のほうとしても厳しい財政状況の中、非常に多額な額を出

していただいているんだということはご理解をしていただきたいと思います。 

 小金井市は、個人市民税が中心の市税構造となってございます。法人市民税や固定資産税も

課税面積が少ないというような状況から、他市と比較しても厳しい市税、他税目による税収が

少ないという実態がございます。ただ、個人市民税のところでもって、ほんとうに個人市民税

でもっていると言い換えられるような市でございます。そのような中、一定額、決して少なく

ない金額を負担していただいているということで、しかも昨年は補正でも対応していただいた

というようなことで、繰り返しになりますけれども、説明とさせていただきたいと思います。 

 次に、前回お配りした３ページ目の資料のイメージ図でございますが、この図の面積配分が

違うからこれはけしからんというようなお話でございましたけれども、文字を入れる欄もござ

います。これをつくってこの欄を実際の額に等しくしろというのは無理でございます。だった

ら引き下げろということでございますけれども、一定その複雑な国民健康保険制度をお示しす

る中で、どのような形が、いわゆる国全体の平均としてはどうだということでお示しをする中

で、本来のと書かせていただいて表示をさせていただきました。ほんとうにこの複雑な制度を

簡略化したイメージ図ということで出させていただきましたので、大変申しわけございません

が、金井委員がこれが不適切ということであれば、それはもう見解の相違ということで、申し

わけございませんけれども、私のほうとしては別に、全委員さんの意見をもって、運協の委員

さん全員の意見をもって取り下げろということであれば取り下げますが、大変申しわけござい

ませんが、私はあくまで簡略化したイメージ図ということでお示ししたつもりでございまして、

それが実際の額と事細かにその面積割合が違うとか、そういったような内容で引き下げるとい

うことは、申しわけございませんが、そういう、私はそういうつもりございません。申しわけ

ございませんけれども、これが確かに正確で、厳格に正確でないというふうなおっしゃい方を

すればそれはもうそういうご意見ということで、私のほうは、あくまでも簡略化したイメージ
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図を出した中で、考え方をどうしたらいいんだ、法のとおりとれば公費の出ない分は全部税負

担です。６０％でも、ひょっとしたらと７０％でも負担するのかもしれません。それをいかに

他市とも均衡をとりつつ、いかに保険財政の運営を図り、健全性を取り戻すかということで苦

心したところでございます。そのような中で、いわゆるほんとうのいわゆる差し引いた、公費

部分の差し引いた全額をいかに負担をかけさせないで課税をしたかというところで出させても

らっているところでございますので、こちらのほうは、確かに正確、厳密には正確ではないか

もしれませんが、簡略化したイメージ図ということでご理解をお願いいたします。重ねて申し

上げます。 

◎紀委員 まだ答弁はありました。 

◎本木保険年金課長 あと、すみません、ちょっと国の負担に対する、歳入合計に対する国の

負担というところで、実際の負担が持ってないんじゃないかということでございますけれども、

国庫負担に関しましては、その年度年度でパーセンテージが違うときもあると思うんですけれ

ども、この分が盛られてないということは絶対にあり得ません。国庫負担は、その国のほうも

私どものほうも、その定率に伴って事務をしますので、その算定上のところに従ったところと

いうのは出しております。ただ、歳入というのは、例えば基金の繰り入れ、取り崩しの金額が

歳入であったりとか、途中で例えば共同化事業ということの歳入がほとんど行って来いの関係

みたいな形で増額されているとか、ということもございますので、歳入合計として出せばそれ

は当然率が低くなってしまいますけれども、公費算定上のものということは、いわゆる国のほ

うのルールの適正なところでは、あったところでは、その適正な率というのは必ずその翌年度

精算を含めて、含めた形で必ず負担をしていただいております。ただ、先ほど言ったように、

いろいろそのほかの収入を除くというようなところから厳格にはなかなか５０％を、公費２分

の１となっていない部分は、調整交付金の部分もありますけれども、それは本市の所得状況で

はございますが、そういうところも含めたところでは、なかなかいわゆる純粋に保険給付費の

５０％とならないというようなところもありますけれども、ただ、それについては、いわゆる

全国市長会を通じて公費負担の充実ということを、そういうところを通じて市町村としても行

っているというところでございます。何も講じていないというわけではございません。 

 以上です。 

◎遠藤会長 金井さん、よろしいでしょうか。 

◎金井委員 ちょっとすみません、時間がないのであれしますが、実際の歳入額に占める現実

的な割合が下がってきているということを言っただけで、別に小金井市がちゃんと受け取るべ

きものをもらってなかったとかね、そんなことを言ってるんじゃないんです。ですからちょっ

と課長さんは取り違えられていると思うので、ちょっと落ちついて聞いてほしいと思うんです

けれども、実は、現実にね、現実に国からいただいたその国庫負担や国庫補助費、国庫支出金

が決算でずっと見ていくと、現実には、額じゃなくて構成割合で見ると減っているということ

を言っただけなんです。だからこれはやっぱり国のほうにもうちょっといろんなことを物申し
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ていったほうがいいのではないでしょうかという提案なのです。ところが、何かちょっと取り

違えられたようなので、そういうふうにちょっと訂正していただき、もう答弁は結構ですから、

取り違えられたと思う、私は、私の趣旨はそういうことですので。 

◎遠藤会長 それでは、紀さん。 

◎紀委員 ほんとうにこの資料は、いろいろご苦労されてつくられたんだなということがよく

わかります。こんなに詳しい資料をいただいたのはあんまりないなというふうに思っています。

ほんとうにこれが９ページのところの、以前いただいた資料でもありますけれども、実際に東

京都からの借入償還額、これ６,５００万円、また繰上充用金に対する赤字解消額とかさまざま

書かれているわけですけれども、ほんとうに厳しい状況であるなということがつくづくわかっ

たわけであります。 

 私自身もちろん認識しているわけでありますけれども、実際にだれだってこの税を上げると

いうのは大変苦慮するところでもあるし、市民の方のことを考えると、ほんとうに居ても立っ

てもいられないというか、眠れないような感じでいるというのが担当としてもそういう心情で

はないかなというふうに思っています。実際にこれが、保険税が改定をされないで、数年前、

２年前の前、改定を見送ってきたことがありました。その中で上がったときに急激に上がって

しまって、かえって市民に負担を強いる形になってしまったという現状もあったわけです。 

 ほんとうに数字の上でも実際に、さっき森戸委員もおっしゃいましたけれども、医療費が上

がってきていると、それは健康とかそういう塩分を控えた食事とか運動とかおっしゃいました、

それは同じ考えです。しかしながら、事故等で高額医療にかかったりとかいろんなケースがあ

って、高額医療がかかったりとか、最先端の医療、そういったものもふえてきているので、一

方では確実に医療費が上がっているという状況もあります。介護も上がっているという状況も

あります。実際には、ほんとうにこの医療費が上がってきている中にあるわけですね。その現

状を考えると、この現在の中で、ほんとうに上げなかった場合のリスクというのは、もう上げ

なかった場合のリスクというのは、やっぱり皆さんにかえって負担をかけるとか、そういうふ

うなことになってしまうと思いますし、また、一般財源の投入に関しましても、一般財源、一

般会計からの繰入金、平均でどうかということがございましたけれども、法廷内の繰入金では

５位になっていますし、法定外は１９位ということでありますけれども、私も市民の方から聞

いたときに、サラリーマンで保険料を払っていて、また加えてこの税金の中から投入されると

いうのはいかがなものかとか、そういったご意見も賜っているところであります。こういった

中にあって、確実にこの健康保険を運営していくということは大変難しいなと思っております

し、１回インフルエンザ等が発生したときには、昨年はあんまりはやらなかったわけですけれ

ども、そういった場合は、１日にどれぐらいの金額がなっていくのか、何百万とか、何千万と

かですかね、それを、そういったことをお聞かせいただきたいと思います。 

 ジェネリック医薬品につきましても、やはり今回これを周知していくということで、金額、

どれくらいになる、その、さっき説明がありましたとおり、ジェネリック医薬品を使ったらこ
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のようになるとか、そういったことをお示しすることになっているわけですけれども、こうい

ったジェネリック医薬品についてももっともっと市民に周知をして、そしてこの保険料を抑え

ていくためにもできれば使っていただきたいというようなことも、もう少し周知をしていって

いただきたいなと思っているわけですけれども、その点はいかがでしょうか。 

◎遠藤会長 課長。 

◎本木保険年金課長 はい。 

◎遠藤会長 上げないリスク。 

◎本木保険年金課長 上げないリスクという点につきましては、紀委員がおっしゃられたよう

に、２年前の非常に大きな改定の際にそのようなお言葉をいただいているところでございまし

て、おっしゃるとおりでございます。例えば、他市におきましても毎年やっているところもあ

りますし、２年に１度ということで一定そこでやっていくんだという方針を出している市もご

ざいます。やはり現行では、医療費というのは増大を続けておりまして、現行ではそのような

ことも厳しい状況になっているのかなというふうに思ってございます。 

 それから、インフルエンザ等が去年はそれほどなかったということで、私も先日インフルエ

ンザの発症状況ということで都のほうのホームページ、資料を見たんですけれども、過去１０

年で６番目の中位程度の流向であったというのが書いてございました。常々私どものほうでは、

その医療費、１日どれぐらいだというような形であって、実は医療費１日２,０００万円ぐらい

というような形でかかってございまして、やはり特に冬はそういうインフルエンザの流向なん

かが突然はやってしまいますと、非常に医療費の保険給付費が急増いたしますので、非常に、

神頼みなんて言ってはいけないんですけれども、ほんとうにはやりませんように、はやりませ

んようにと心の中で願っているところであります。 

 それから、ジェネリックについての周知ということで、効果はどれぐらいだということで、

ちょっと始めたばかりですのでなかなか難しいのが実態でございます。ご通知のほうは、皆様

のご通知のところは、皆様の自己負担額が、月に１００円以上、皆さん自己負担ですね、自己

負担が１００円以上減る方々を対象に、そういうジェネリック医薬品が使用できるような疾病

を条件に郵送をさせていただいたところで、二千二、三百件だったと思うんですけれども、お

送りをさせていただきました。これにつきましては、今回被保険者証の更新があったんですけ

れども、そこのところでもカードを同封させていただいて、ご希望する方が医療機関で申し上

げやすいように、言いやすいようにということで、そういうような周知もさせていただいてお

りますが、さらなる周知に向けてまたちょっと勉強をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 紀さん。 

◎紀委員 答弁いただきました。やはり他市においては毎年改定というか、もう一回検討して

変えているところもあるし、２年で変えているところもあるしという答弁でありました。実際

にほんとうに２年前には急激に上がったので、市民の方たちのご負担がかえって膨らんだとい
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うことで私も聞いております。やはり少しでも上がると大変なんですけれども、まして急激に

上がるとかえって市民の方にご負担をかけてしまうなということを現実のものとしたわけなん

です。そういった意味でもきちんと、先送りにしないできちんと見直していくということも責

任ある市としては大事な観点ではないかなというふうに思っています。 

 先ほど答弁がありましたけれども、インフルエンザ等はやらなかったから助かったけれども、

これがひとたびいつ起こるかわからないような、病気というものはそういうものですし、何か

あったときには１日２,０００万ということでございますので、たった５日で１億になってしま

う、こういう金額であるわけなんですね。そういった中にあって、市の財政も厳しい中にあっ

て、この一般会計においても、先ほど私が言いましたように、市民の方からすれば、サラリー

マンの方はもう保険料を払っていると、その中でまた一般会計の中から、自分の納めた税金の

中から、少しはいたし方ないんですけれども、どんどんこれが投入されるということはいかが

なものかというご意見もいただいていますので、ほんとうに苦しい立場でもあるし、苦しい決

断をしないといけないということもあるかと思いますが、やはり現状をきちんと掌握して進め

ていっていただきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

◎遠藤会長 すみません、あと質問のある方。 

 お１人で……、お２人で。 

◎吉田委員 意見ですけれども、よろしいでしょうか。 

◎遠藤会長 意見。おおむね２時間ということ３時半までということだったんですけれども、

あとお１人の質疑……、２人……。 

◎吉田委員 質問が１つで、意見をちょっと。 

◎遠藤会長 わかりました。では、少し、３時半を超えてしまっているんですけれども、４時

を回る可能性があるのですが、皆様のご了解を得られればこのまま続行させていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

◎遠藤会長 では、ご質問、百瀬さん。 

◎百瀬委員 森戸委員の要求された本日の１０ページの資料なんですが、これを見ますと収納

率が年齢とともに、年齢が下がるごとに収納率が落ちているという現実が多分あると思うんで

すが、高齢者の方は多分天引き、俗に天引きで年金から引かれてこういう９０％以上の収納率

になっていると思うんですが、この年齢の低い方というのは、多分推測されるには所得が低い

方ではないかなという想像がまずこの表でつきます。 

 その下のその６ページ、１１ページ、６番の、これも森戸委員のご請求のこの表なんですが、

これ、過去１０年間、おおむね５,０００世帯が滞納をしているということで、平成２４年度は、

これ、多分値上げされているとは思うんですが、値上げしても微増ということで激変はしてな

いことを考えると、この５,０００世帯というのはずうっと多分払えない、滞納せざるを得ない
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所得しかない方々ではないのか、ご負担いただけない方々ではないのかなとちょっと思うんで

すが、こうした方々がいらっしゃることに対して、市としてどのようなお考えを持って、今後

どのような取り組みをされるのかというのをちょっと１点お聞きします。 

 それと、私がお願いした１８ページなんですが、療養給付費費用額の推移ということで、例

えば未就学児なんですが、これは平成２５年度当初、これは総数が７０２となっておりまして、

２８年度の見込みまで微減してずっと少なくなっていきます。なんですが、費用額に関しては

年々上昇しているというのは、これは何か根拠があってこういうような設定をされているのか

というのが質問です。 

 過去の推移を見てみますと、当然数が、総数が少なければその額も少ないというのが大体、

その例外はちょっとわからなかったんですけれども、例外なくそういう推移をされているのに

この将来見込みがこのような形になっているということの根拠を教えていただければと思いま

す。 

 以上、２点です。 

◎遠藤会長 課長。 

◎本木保険年金課長 では、座って失礼します。 

 滞納額のお話でございます。百瀬委員おっしゃるように、平成２４年度は税率改定をいたし

ましたので、その分徴収率、現年度徴収率というのは、収納率はほとんど同じでございました

ので、上げた分だけ収納率が一定のため５,０００万ほどの増の１つの要因であったというよう

な部分もあるかとは思います。確かに５,０００世帯ほどがずっと続いているような状況でござ

いまして、我々ももっと努力をしなければならないという部分というふうに思ってございます。 

 我々としては、今徴収に力を入れているのは、現年分についてとにかくそれが新たな滞納に

ならないようにということでそちらに力を注いでいるところでございます。前回ちょっと補正

予算の説明ということで、口座振替の促進策として、専用端末機を使ったものということで説

明をいたしましたけれども、そういう機械を使って、これまで金融機関でしかできなかった口

座振替の手続を市でもできるようにして、転入手続をしていただいて銀行のキャッシュカード

さえ持っていればそっくりそのまますぐに市役所で手続きができるというシステムでございま

すので、そういうものも利用しながら口座振替の利用率を高めていく。特にその委員がおっし

ゃっていた若年層のほうがなかなか所得も厳しくてというお話も一端はあると思うんですけれ

ども、転入・転出が多く、いわゆる若い層ほど出入りが激しかったりする部分もございます。

また、就業をする、例えば会社を何らかの事由でおやめになって、また就職をしてというよう

な形で、その間は国保に加入をするわけでございますので、出たり入ったりということも多い

のが国保の若い世代の方々の特徴じゃないかなというふうに思います。あとは、高齢世帯に比

べて納税意識のところが若干希薄な方もいらっしゃるというのも、なかなか国保制度がなかな

か理解できない方もいらっしゃるというところで収納率が高くなっていないということもあろ

うかと思います。さまざまな要因を踏まえてにはなるんですけれども、こちらとしては、現年
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分をとにかく新たな滞納にならないようにということでやっていっているところでございます。 

 それから、療養給付費のところでございますけれども、非常に難しいところでございまして、

確かに未就学児、数が、近年の動向のところから減らしている見込みをしているところである

んですけれども、ただ、未就学児については、やはり先ほどのちょっと申し上げたインフルエ

ンザとかの流向とかも非常に大きく左右する部分かと思います。一定その中期的な、いわゆる

直近年度だけをなかなか見て推測するは特に難しいところでございまして、そのようなところ

から３年平均をもって費用額の見込みとさせていただいたところです。非常にほんとうに費用

額の見込みというのは、ほんとうに難しいです。そのはやり病であったりですとか、そういっ

た状況なんかも見えない動向もございますので、一定難しい中、このような形としているとい

うことで、申しわけございません、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 百瀬さん。 

◎百瀬委員 では、ちょっと１点。先ほど私が言ったのは、５,０００世帯が多分ご負担いただ

けない経済状況にあるのかなということをどうお考えになっているかということが聞きたかっ

たのと、できればこの５,０００世帯、所得や年齢というような形で分析するような方法が何か

あればお示しいただきたいなと思います。 

 以上です。 

◎本木保険年金課長 すみません、申しわけございません。私の説明のところで足らなかった

部分もございました。すみません。 

 ５,０００世帯の部分のところが滞納をしているところという世帯数でございまして、この中

には、なかなかご負担が重いご世帯であったりとか、ただ、分納誓約をしていただきまして少

しずつでもその返済計画を立てていただいて返済していただいている、ごめんなさい、ご納付

いただいている方々もいらっしゃいます。また、こちらのほうでも滞納をしている方々につい

ては、文書を送らさせていただいたり、窓口のほうにいらしていただいてご相談をぜひ乗せて

くださいということで接触の機会をふやすような形でさせていただいておりまして、そのよう

な努力を続けているところでございます。なかなかやはり非常に多い件数になっているという

ところが実態でございまして、まだまだ行き届かない、またこちらのほうのところで十分にで

きていないところがあるやもしれませんが、今後もこちらの対応力を強化して、何らかの形を

考えながら引き続き接触を図り、返済計画等、ご相談に乗らせていただきながら続けさせてい

ただいているところでございます。 

◎遠藤会長 百瀬さん。 

◎百瀬委員 要は、ちょっとこの５,０００世帯をよく分析していただいて、収納率を上げてほ

しいというお話をしているのではなくて、ご負担いただけないという現状があればそれをちょ

っとちゃんと数字で示していただいて、どうしたらいかということをまた次のステップで考え

る材料をつくってほしいということを私は言っているのであります。なので、その５,０００世
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帯、おおむね５,０００世帯の方々の所得、年齢、その他、わかるような傾向があるようなこと

がわかれば表なり何なりにしていただいて分析していただきたいというお願いをしております。 

 以上です。 

◎本木保険年金課長 ちょっと現実的になかなかおっしゃられたような情報というのは、現時

点において我々は今ちょっと保有している状況では、集約しているところではございません。

それぞれの滞納者について細やかな対応はさせていただいているところではあるんですけれど

も、なかなか集計は難しいというところもございます。ただ、いろんな、こちらのほうも収納

のほうの対策を考える中で勉強をさせていただきながら、ご意見にあった、ご意見をいただい

たところのものも視点に置きながら今後ちょっと勉強、研究させていただきたいと思います。 

◎森戸委員 ちょっとすみません、今の課長の答弁なんですけれども、説明なんですけれども、

決算特別委員会には、滞納者の年齢と収入別の件数が出ていると思うんですよ。ですから、そ

れがないと、把握してないというのは、ちょっとね、私は、事実と違うし、そういう答弁をい

ただくと、私はちゃんとその資料を出していただいたほうがいいなというふうに思いますね。

今聞いている方は、あっそうかと思っていらっしゃるかもしれませんが、議会にはそういう資

料が出ているわけですから、きちっと説明をしていただきたいし、きょう説明できなければ次

回で結構ですから、資料として提出していただきたい。 

◎本木保険年金課長 すみません、ちょっと待ってください。 

 すみません、議会で提出させていただいた資料の、森戸委員さんのご要求されたところで、

滞納世帯数のその年齢ごとの分布というところで、すみません、そこと所得状況のところの分

布というところで記載している部分の資料というのは、議会でも配付、資料を提出させていた

だきましたし、皆様にも追加で送付をさせていただきましたところです。ごめんなさい、私は、

それ以上のさらなるもっと複雑な分析をという趣旨かと勝手に勘違いをしてしまいましたので、

森戸委員、申しわけございません。 

 ここで出したところの数字というのは分析がございまして、議会でもご質疑があったように、

例えば２０代、３０代が多いんじゃないかと、ほかの議員の方の発言ではございましたけれど

も、そういうようなところはおっしゃっておるところがありまして、そこのところも去年より

は若干少なくなっているんだということは答弁はさせていただきました。また、所得の階層ご

とにおきましても、一定人数の分布があるようでございまして、ただ、この中のところをさら

にもっと深い分析をという形になりますとなかなか難しいものがありますので、すみません、

議会に提出した資料のところをもったところの、ところが今のところこういうお示しというこ

とで、それ以上の、多分百瀬委員さんのおっしゃったのはもっと複雑なという趣旨かなとかと

思ってしまったわけですが、こういう状況下ではございます。徴収に当たりましては、ちょっ

とすみません、くどいようですが、ご丁寧にはさせていただいているところではありますけれ

ども、百瀬委員さんからの貴重なご意見も心に踏まえやっていきたいと思います。すみません。 

◎遠藤会長 よろしいでしょうか。 
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◎森戸委員 はい。 

◎百瀬委員 ちょっとすみません、いいですか。 

◎遠藤会長 百瀬さん。 

◎百瀬委員 私のところには、これ、議会では配られたんですけれども、ここの場に私の資料

になかったので、皆さんに配られているということはちょっと知りませんでした。 

◎遠藤会長 配られています。 

◎百瀬委員 わかりました。（「でもちゃんと説明すべきだよね」の声あり） 

◎遠藤会長 あと、ご意見ということで、吉田さん。 

◎吉田委員 よろしいですか。それでは、お時間が押していて大変恐縮でございます。被用者

保険代表ということで一言お話をちょっとさせていただきたいと思います。 

 国民健康保険、これはご案内のとおり国民皆保険ということで、国民健康保険はまさに皆保

険の最後のとりでということで、各市町村、自治体様のほうで設置をしていただいて活動して

いらっしゃる。そういった面では、国民全体がやはり医療に関して負担をしていこうというこ

とで、私どもも現役世代ということで、後期高齢者の制度及び前期高齢者への支援金等々でご

負担をさせていただいております。ただ、その負担ももう５割近くに達しているという状況が

ございます。そういった面では、現役世代、健康保険組合、いいところも悪いところもあるん

ですが、全体的には５割近くまで来てるということで、いわゆる収入の半分を持っていかれる

というような認識がやはり私どもとしては持っています。 

 ただ、今お話が出ているように、各自治体、特に小金井市様の国保の状況としてもやはり厳

しい。要は、景気がよくなって収入が上がりますとね、保険料収入も上がりますし、収入が上

がれば当然国保さんの保険料も上げなくても済むという、そういった問題があろうかと思いま

す。ただ、それはない物ねだりをしてもしようがないということで、いかにやはり市民の皆様

が負担、負担はどうしてもみんながしなきゃいけないのは事実だと思うんですね。ただ、そう

いった中で一番いいその負担の仕方をここの中で今ご論議いただいていたのかなと。皆さんは

やはり市民のことを思ってということで、それぞれ意見は多少違いがあってもそういうご意見

をいただいたのだと思います。 

 被用者保険としましても、特に前期高齢者への支援金が公費が全然入っていないということ

で、これを入れていただかないと拠出金等と支援金はもっとふえていくことがございますので、

国に対して、消費税の値上げ等に関しては、医療の問題に振り分けをしてくれということで要

望をしております。ただ、残念ながら、まだ国のほうでは、それは先延ばしで検討に入ってい

ないという状況がございますが、やはり医療保険全体で公費の増を望んでいく、要求していく

というのは、私どもも、被用者保険としても同じ考えでございますので、よろしくお願いをし

たいと思います。 

 それと、国保の、厚生労働省が出した資料をちょっと見てみましたら、２３年度の結果とし

て法定外繰入額、第１位が被保険者１人当たり３万４,００９円ということで、これが東京都が
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なっております。第２位が神奈川県で１万７,５５６円というふうに厚生労働省の発表した資料

の中ではなっております。そういった面では、これがいいのか悪いのか等々あろうかと思いま

すが、東京は３万４,００９円１人当たり入れてて、２位が神奈川で１万７,５５６円、他の県

は推して知るべしという状況があるということも今回のご判断をしていただく上で参考にして

いただければというふうに思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

◎遠藤会長 あと、ご意見ということでよろしいですか。 

◎森戸委員 はい、すみません、はい。 

◎遠藤会長 質疑は先ほど……。 

◎森戸委員 ちょっと１件だけ伺いたいんですが。 

◎遠藤会長 はい。 

◎森戸委員 前回の説明の中で、その賦課限度額については。 

◎遠藤会長 すみません、森戸さん、質疑ですよね。 

◎森戸委員 いや、だから今後のことについての流れの中だと思うんですけれども。 

◎遠藤会長 ええ、金井さんもご意見があるということで。 

◎森戸委員 あっ、ご意見、そうかそうか。 

◎金井委員 いいです。 

◎森戸委員 いえいえ、どうぞどうぞ。 

◎金井委員 百瀬さんの質問で解決しましたので。 

◎遠藤会長 それで、ちょっともう４時を回っているので、もし長くなるようでしたらばここ

で。 

◎森戸委員 いえ、すぐ終わります。 

◎遠藤会長 大丈夫ですか、わかりました。 

◎森戸委員 １２月に賦課限度額が出てくるということで。 

◎遠藤会長 はい、わかりました。森戸さん。 

◎森戸委員 それもあわせて考えると、ちょっときょう結論は出ないんじゃないかと。それは

含まれてないわけですよ、今回の改定額には。したがって、１２月を見て判断すべきだと思い

ますし、多分きょうはまだ質疑されていない方で質疑をされたい方もいらっしゃるんじゃない

かなというふうに思いますので、できましたら１２月のその賦課限度額が出てきたときに、改

めて総合的にほんとうにどういう賦課のかけ方がいいのかという議論も慎重に行っていくべき

ではないかというふうに思いますので、どう考えるかなんですが。 

◎本木保険年金課長 すみません、申しわけありません。賦課限度額の考え方は、委員おっし

ゃられたように税制調査会で今検討をされていて、２６年度からの実施というのが検討の俎上

になっているところで、これが税制大綱で公表された時点においては、本市においても別途ご

協議をお願いしたいという考え方を持っているんだということでご説明いたしました。ただ、
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また、現時点、高額療養費の見直しということも含まれてございまして、平成２６年度の途中

からその負担、制度変更があるというような話も出ております。国保においては、この高額療

養費見直しは、低所得世帯については上限額を引き下げ負担を軽くし、所得の高い方々には負

担をちょっと重くし、引き上げて重くしというようなことでなっておりますが、国保全体では、

負担、国保財政上はその負担が重くなるというようなことが今言われております。当方としま

しては、新たなその財政需要に関しましては、そちらのほうで賦課限度額をもって一定対応し

たいという思いもございまして、今回は別枠ということでの諮問ということでお願いをした経

過がございました。この辺のところもご検討いただけたらなということでお願いをいたします。 

◎遠藤会長 ということは、今回の諮問、あくまでも今回の諮問の内容で答申を考えたいとい

うような、そういう方向性だということなんですけれども、その方向性で進んでいきたいと思

います。 

◎森戸委員 そのことは決をとらないんですか。もうきょう結論を出すということですか、会

長としても。 

◎遠藤会長 もし質疑がもうちょっとあるようでしたらばもう一回必要かなというふうには思

っておりますけれども。きょう質疑が続かないようでしたらば、その１２月に賦課限度額につ

いてまた国の方向性が示されるということではあるんですが、今回の件に関しての諮問をされ

ているということに関しては、できれば質疑が終わった段階で答申を出していきたいというふ

うに思っておりますが、これに関して何かほかに、森戸さんのほかにご意見はありますでしょ

うか。 

 金井さん。 

◎金井委員 賦課限度額の上限の改定は１２月ということで、ごろだろうと、まだ決まってい

るわけではないですけれども、例年のあれから見ればそういうことだと思いますので、それも

織り込んでやっぱり計算し直さなくちゃいけないんじゃないんですかね。ですから、計算し直

してこれでどうでしょうかというのが、新たに出してもらったほうが。何かまだ宙ぶらりんな

状態では、決めるのはちょっと。それで、いろいろ年度の予算とかそういう仕組みの中でもま

だ時間的な余裕が全くないわけじゃないと思いますので、そこはもう少し慎重にやってもいい

んじゃないでしょうか。 

◎遠藤会長 ほかにご意見はいかがですか。 

 事務局としては、やはり今回の諮問に関しての答申をいただきたいというような趣旨だと思

うんですけれども、今出たご意見、先ほどご答弁いただいたと思うんですけれども、もう一回

ちょっとお考えを示していただければと思います。 

◎本木保険年金課長 今回諮問させていただいた内容は、単年度収支のこういうような厳しい

状況と、あと東京都から借り入れをしております返済の負担の関係、それから、累積収支で現

在、２５年度末で赤字額がかなり出るという見込みの立っているところの解消というところで

ございまして、こちらについて考え方を示させていただいて出させていただきましたので、こ
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ちらについては、今回のほうで結論を出していただけたらなというふうに考えてございます。 

 先ほども、ちょっと繰り返しにはなってしまうんですけれども、高額療養費の見直しにより

今後新たな財政需要がございます。その算出等も、今現在ではどれくらいというところは非常

に難しいところではございますけれども、それと限度額の引き上げ、これもまだどれぐらい引

き上げるのかという数値は全く現時点ではない状況ではございますけれども、一定その新たな

財政需要は、この賦課限度額によって対応をしていきたいというふうにも考えてございますの

で、別枠ということで今回ご判断いただけたらというふうにお願いをするところでございます。 

◎遠藤会長 今、事務局としての考えを述べていただきました。それで、先ほど決をとるとい

うお話がありました。今回こういうことで決をとるというのが、今までに例があったどうかち

ょっとわかりませんけれども、決をとってみたいと思います。 

 今回の諮問に関して。 

◎森戸委員 何の決をとるのですか。 

◎遠藤会長 諮問に関して答申をするということ。 

◎森戸委員 諮問について。 

◎遠藤会長 今回いただきました諮問に。 

◎森戸委員 私が言っている決というのは、その引き続き継続をしてやったほうがいいんじゃ

ないですかと。 

◎遠藤会長 それも含めて、それはそれで単独で、別枠で。それで、今回の賦課限度額を踏ま

えるということではない現状の諮問に対して答申をするという。だから、賦課限度額の出てく

るであろう１２月を待ってということではなく、今ある諮問に対して答申をしていくというこ

とに関してという意味です。よろしいでしょうか。 

◎森戸委員 答申をするかどうかの決をとるということですか。 

◎遠藤会長 はい。 

◎森戸委員 その上で、この答申について改めて決をとるということになるんですかね。とい

うことですね。 

◎遠藤会長 そうですね。 

◎森戸委員 わかりました。 

◎遠藤会長 １２月を待たずに、国の賦課限度額が出てくるであろうということが予想される

そういう状況の中で、そこを待たずに今出てきた諮問に関して答申をするということに関して

よろしいかどうかということです。 

◎紀委員 急がないといけないということですよね。 

◎遠藤会長 単純に諮問された内容について、１２月の賦課限度額が出てくるというその時期

を待たずして今の状況の諮問のままで答申を、こちらとして答申をしていくということに関し

て、その状況でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 
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◎遠藤会長 では、挙手をしていただきたいと思いますが。 

◎吉田委員 立場、困っちゃいますよね。 

◎遠藤会長 ええ。 

◎紀委員 こういうのってどうしたらいいんでしょう。 

◎吉田委員 １２月まで待ってもなかなか難しいというお話、ただ、まだもやもやしたものが

あるということであれば、次回、次期、どこまでがタイムリミットなのかちょっとわからない

んですけれども、ここで……、まあ、忙しいから決めようということでパッと手を挙げるのも

簡単なんですけれども、もやもやしたままというのも、そう考えるとどうかな。もう１回は必

要なのかな、短時間であっても。そのタイムリミットがよくわかりませんから何とも言えませ

んけれども。 

◎紀委員 ちょっともう少し詳しく。 

◎本木保険年金課長 済みません、事務作業上は、予算編成は１２月、１１月、１２月になっ

ていて、１２月の下旬には一定のものを出すような作業が入ります。税制改正大綱、確定では

ないですけれども、例年を見ると１２月の中旬ごろに出ております。そこからこちらのほうの

試算等々を繰り返しますと、こちらの運営協議会を開くのは、どんなに早くても１２月の末ぐ

らいか１月の早いうちという話になります。 

 ただ、いわゆる別枠と言わせていただいたのは、今回こちらで上げさせていただいた部分が

ちょっと決まりませんと、通常の予算上程分というのは非常に難しい状況になります。確かに

新たなその高額療養費の需要というところもあるわけですけれども、高額な所得の方々にも一

定の負担増をお願いしたいというやはり考え方もございまして、こちらのほうは、もちろんこ

ちらの改定には法律、地方税法の改正がまずありきなので、そこのところがいわゆる国会のほ

うで通らないと法案は出せないんですけれども、ただ、その国会の法案を通るのを待ってはち

ょっと、待っていたらとんでもないことになってしまいますので、申しわけないですけれども、

税制大綱が出た段階でこちらは別枠でお出しをさせていただいて、１月の上旬ぐらいになって

しまうと。ただ、それになりますと、非常に予算編成とのリンクが難しい状況になってしまい

ますので、そこで今回は別枠ということでお願いをしたいということでございます。 

◎遠藤会長 森戸さん。 

◎森戸委員 今回丁寧に行っていただいた、開催していただいたことは、非常にありがたいと

思っています。ただ、高額の所得の方々の課税をどうするかと、そのことによって収入がどう

なるのか。また、あわせて先ほどあった高額医療費がどういうふうに変わっていくのかという

ことも総体として見ないと、今回のこの案でいくと、そこも含まない中での負担なわけですよ

ね。もしかしたら少しでも負担が軽減できるかもしれない。私たちとしては、やはりその加入

者に負担を負わせるべきでは、一定の負担は必要ですが、今回のように大幅な負担ということ

にはなかなかなっていかないだろうと思うと、努力がどれだけできるのかということも見てい

く必要があると思うんですよ。 
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 そういう意味で、例年大体いつも１月か２月にわあっと開いて３月に上程ということがね、

いつも国保の運協ってあるわけですけれども、今回そういう状況もあるとしたら、やはり１２

月の下旬か１月の初めになると思うんですが、もう１回予定されている中で全体的な結論を出

しても、私は大体の予算としてはできてきてるんじゃないかというふうに思いますので、きょ

う、私はきょうやっぱり結論を出すというのは、もうちょっと見たほうがいいと思います。 

◎遠藤会長 今、森戸さんのご意見がありましたけれども、やっぱり小金井市の予算を執行し

ていくといった立場の中で、１２月に国保会計をしっかりとして担当課のほうからも上げてい

くということが必要に迫られているということを考えますと、市民の方に負担をしていただく

ことはなるべく軽くしたい、それはだれも思うことです。私も思います。それは思わない人は

いないと思います。がしかし、予算を執行していく、そういう責任上、やはり今回の諮問に関

しては、答申を出していきたいというふうに私は感じているところであります。 

 それで、答申をすることに関して、決をとらないかというようなご意見もありましたが、そ

このところは、今、先ほど私は決をとるというふうに申し上げてしまったんですけれども、担

当のほうからも、やはり今予算を、小金井市の来年の予算を執行していく上で、１２月の末あ

るいは１月の中旬以降になってしまうというその答申のあり方であると、予算執行上非常に難

しいというようなお話がありました。ということで、答申を出していくという方向性でいきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 

◎黒米委員 済みません、１つよろしいですか。 

◎遠藤会長 はい。 

◎黒米委員 今の状態で決定、決定というか決をとって、１２月にその今の決で考えたことと

極端に違った場合に、改変というような形の審議をとることはできないんですか。そうすれば

きょうとっても、極端にその１２月の国の方針が変わった場合には、そこで改変という形がと

れるのであれば、そこでもう一度審議をすればいいですし。国の方針が今のその決定したもの

とそんなに変わらなければそのまま通してもいいわけですよね。そういうことはできないんで

すか。 

◎本木保険年金課長 はい、国の方針のほうで、例えば高額療養費の見直しですとか、それに

よって本市の国保財政を大きく揺るがすような事態にあれば、１度答申、おっしゃられたよう

にまた再度、あまりにもその違いが大き過ぎるのであれば、また改めてということで、これは

１度いただいたものをまたというのはほんとうにご失礼なことだと思うんですけれども、そう

いうような対応もさせていただきたいと思います。 

◎黒米委員 それは、僕、ちょっと法律のことはよくわからないんですけれども、法的には改

変ということは可能なわけですね。例えば、ここで決定してしまったら、１２月にその国の方

針が出た場合でも、それはもう絶対にいじれないということはないわけですね。委員会でまた

決をとって決まれば、それは変更しても、変更というか改変をしても問題はないんですかね。 



－ 42 － 

◎本木保険年金課長 ちょっと私も厳格にこの運営協制度のところと、そういうところまでは

多分法律までにそこまでは書いてないと思うんですが、ただ、１つ言えることは、今回のこの

国民健康保険税条例の改正は、執行日は平成２６年４月１日であります。ですので、市として

は、議会のほうで条例改正をするんですが、手続を、議決を得るんですが、こちらは３月議会

までに行っていただくという形になりますので、極端な話、それを上程するまでの間、運協の

結論として、それが途中で重大な大きな変更があって、それを一定出したものを変えなきゃい

けないということは、それはその条例を、その議決を得るまでの間は、やむを得ない場合もあ

るのではないかと、このように考えます。 

◎黒米委員 可能という、可能性はあるということですね。 

◎本木保険年金課長 そうですね。 

◎黒米委員 今ちょっとお話を伺っていると、異議ありと異議なしが両方出たんですが、ちょ

っと僕、連絡をいただいていた限りでもう一回委員会がありますよね。そうすると、逆に言え

ば、そのときに、例えばほかの議題があってものすごい時間がかかるのであれば別ですけれど

も、そうでなければ、例えば会長の預かりという形にしておいて、次の委員会ということでも、

それは両者の方の真ん中をとれるような意見でいいんじゃないかなというふうに考えます。そ

の辺はいかがでしょうか。 

◎本木保険年金課長 会長名で、当時は会長も決まっていなかったので会長代理名だったんで

すけれども、今回、１回の説明で、私の資料説明だけでほとんど終わっちゃいましたので、１

回目、２回目という形のご案内でさせていただいて、確かに３回目についても、会議室の押さ

えという形で我々のほうは想定もしております。ただ、正式にはまだその３回目の開催という

のは決まってはおりません。 

◎黒米委員 あ、そうですか。両者の方、言っていらっしゃるのはわかるんですね。ただ、こ

の今のお話を伺っていると、僕、きょうは結論出ないような気もするんですけれども、といっ

てじゃあどっちかに無理やり決めるというのも無理だと思いますので、どなたかの預かりの意

見という形にするしか方法がないんじゃないかなという気はするんですが。それで次の会に持

っていくぐらいの方法しかないんではないかな。それをやってないと、あと１時間、２時間か

かっても同じ質疑の繰り返しになってしまって、終わらないような気がするんですが、その辺

はいかがでしょうか。 

◎遠藤会長 ただ、基本的な考え方として、１２月を待ってというのはなかなか難しいという

ような、そういうご判断はいただいたと思うんですね。それに関しまして、きょう答申をする

かしないかということに関しては、ちょっと性急過ぎるということであるというふうに私もち

ょっと感じているところではあります。なので、できましたら、もうほんとうに４時を大きく

回ってしまって、あともう１回もし開かれるのであれば、可能であれば、もう一回質疑の時間

を含めて相談をさせていただく時間をとりたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎遠藤会長 よろしいですか。 

 答申をするに当たりましては、全員が賛成をするということでない答申の場合も今までかつ

て国保の場合あったというふうに聞いております。その際に意見を付してというようなことに

なろうかとも思いますけれども、どういう答申になるかということは、また次回決めさせてい

ただければというふうに思います。よろしいですか。 

◎本木保険年金課長 すみません、次回ということでございますが、ただ、次回開催時におい

ても、その賦課限度額の引き上げに関すること、それから高額療養費に関しての見直しに関す

るその影響というのは、資料、その資料というのはちょっとまだ出ていない部分もございます

ので、ちょっと難しい部分もあるということでご理解をいただけたらと思います。 

◎大西委員 ちょっとよろしいですか。 

◎遠藤会長 はい。 

◎大西委員 これ、諮問に対する回答なので、今のは意見だと思うんですね、今おっしゃって

おられるのはいろんな情勢がありますよと。 

◎遠藤会長 はい。 

◎大西委員 だからこれでこの諮問に対してどう答えるかという、この意見は意見であると思

うんですけれども、あくまでこの諮問に対して答えるというのがここの任務だと思っているん

ですね。 

◎遠藤会長 はい、そう思います。 

◎大西委員 ですから、これでいいのか悪いのか、もしくは、悪いのであれば何が悪いのか、

もしくは、この諮問は今回は回答ができない、それはなぜかというとこういう要件があるから

この場では判断ができなかったから回答はできないと、それがここの場の意見だと思うんです

ね。だから次回それを決めればいいんじゃないんですか。 

◎遠藤会長 そうですね。きょう、性急に決めるということに関しましては、皆さんももう一

度考えていただいて、もう一回質疑を含めて場を設けたいというふうに思います。 

 それで、次回なんですけれども、場所を設定するということで、案がもしあれば、次回の。 

◎本木保険年金課長 日付を決めていただければ当たってみます。 

◎遠藤会長 お医者様がいらっしゃいますので、木曜日が休診日ということでございます。そ

れで、先週、今週と木曜日を当てました。それで、実は、来週の木曜日なんですけれども、建

設環境委員会ということで、私ども、ちょっと公務が午後入っておりますので、数人入ってお

りますということを考えると、その木曜日の延長線上ということになりますと、次々回、１１

月の７日になるかと思うんですけれども、よろしいでしょうか。（「今、それは決めていただ

いたら」の声あり）いいですか。 

 それでしたら、１１月の７日に次回もう一度、そのときにはきちっと考え方をこの会として

も、先ほどおっしゃられたように意見を述べてくださいました。それに基づいて私たちも判断

をしていきたいと思います。また、意見をおっしゃっていない方もいらっしゃると思います。
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質問、質疑をされていらっしゃらない方もいらっしゃると思いますので、１１月７日の１時半

でいいですね。 

◎本木保険年金課長 はい。 

◎遠藤会長 １１月７日の１時半に、次回、この国保の運協を開かせていただきたいと思いま

す。 

 そのほか、何かご意見はありますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 何か事務局からあれば。 

◎本木保険年金課長 先ほど、日程、次回の開催日については、会長名ということで後ほど正

式な通知文書を送らさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 それでは、本日の運協はお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 では、１１月７日によろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

以上、書記をして会議の顛末を記載し、その記載に誤りのないことを証します。 
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